
ビ
ッ
ド
ル
来
航
と
海
防
問
題
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上

松

俊

弘

【
要
約
】
　
本
稿
の
目
的
は
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
時
の
日
本
側
の
対
応
、
お
よ
び
そ
の
後
の
洋
式
軍
艦
導
入
問
題
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弘
化
・
慕
永
期

の
海
防
政
策
と
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
意
味
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

　
そ
の
ビ
ッ
ド
ル
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
に
本
格
的
な
帆
船
戦
列
艦
を
率
い
て
来
航
し
た
が
、
そ
の
際
日
本
と
の
対
応
に
お
い
て
開
戦
の
危
機
が

生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ビ
ッ
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
も
い
う
べ
き
事
件
に
よ
り
、
幕
府
は
海
防
政
策
の
見
直
し
を
す
す
め
た
が
、
そ
の
な
か
で
洋
式
軍
艦

の
導
入
問
題
が
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
洋
式
軍
艦
導
入
に
よ
る
海
上
防
御
を
主
張
す
る
浦
賀
奉
行
の
意
見
は
、
海
防
四
家
や
海
防
掛
な
ど
が
主
張
す
る

台
場
に
よ
る
陸
上
防
御
案
の
前
に
幕
府
内
部
で
の
合
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
阿
部
政
権
は
陸
上
防
御
の
海
防
方
針
を
と
り
、

そ
の
後
の
御
洋
弓
見
分
の
際
に
提
出
さ
れ
た
復
命
書
を
ほ
ぼ
完
全
に
実
施
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
一
号
　
二
〇
〇
二
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
で
は
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
実
態
と
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
始
ま
っ
た
弘
化
・
嘉
永
期
の
海
防
政
策
の
展
開

を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
ビ
ッ
ド
ル
来
航
は
、
先
行
研
究
の
上
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
平
穏
な
九
日
間
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
は
あ
っ
た
が
、
平
和
裏
に
交
渉



ビッドル来航と海防問題（上松）

が
終
始
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
平
和
裏
に
交
渉
が
終
始
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
が
そ
の
後
の
海
防
政
策
の
見
直

し
に
直
結
し
た
こ
と
が
従
来
の
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出
て
く
る
。
か
り
に
平
穏
な
九

日
間
な
ら
ば
、
な
ぜ
斎
忌
直
後
か
ら
海
防
政
策
の
見
直
し
が
始
ま
っ
た
の
か
。
逆
に
、
退
帆
直
後
か
ら
海
防
政
策
の
見
直
し
が
始
ま
っ
た
か
ら

に
は
、
日
米
間
の
対
応
に
お
い
て
何
ら
か
の
事
件
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ビ
ッ
ド
ル
来
航
と
海
防
政
策
と
の
因
果
関
係
を
考

え
た
場
合
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の
実
態
さ
え
不
明
で
あ
る
よ
う
に
、
海
防
政
策
見
直
し
の
契
機
と
な
っ
た
は
ず
の
ビ
ッ
ド
ル
来
航
に
関
し
て
は
、

い
ま
だ
に
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
整
合
的
な
説
明
も
不
十
分
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
海

防
政
策
の
兇
直
し
の
契
機
と
な
っ
た
ビ
ッ
ド
ル
来
航
に
関
す
る
従
来
の
通
説
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
因
果
関
係
か
ら
ま
ず
明
ら
か

に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
そ
の
ビ
ッ
ド
ル
来
航
後
の
海
防
政
策
だ
が
、
ペ
リ
ー
来
航
以
前
の
弘
化
・
嘉
永
期
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究
で
は
、
打
払
令
復
活
問
題
、
洋

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

式
軍
艦
導
入
問
題
、
そ
し
て
、
異
国
船
取
扱
令
の
改
変
な
ど
を
中
心
に
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
打
払
令
復
活
問
題
に
論
点
が
集
中

し
す
ぎ
た
結
果
、
当
該
期
の
江
戸
の
内
海
を
中
心
と
す
る
幕
府
の
具
体
的
な
海
防
方
針
に
関
し
て
は
今
ま
で
は
関
心
が
薄
か
っ
た
。
そ
こ
で
次

に
、
洋
式
軍
監
の
導
入
問
題
に
焦
点
を
当
て
て
、
弘
化
・
嘉
永
期
の
海
防
政
策
の
展
開
を
解
明
す
る
。

　
そ
の
洋
式
軍
艦
導
入
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
安
達
裕
之
氏
の
概
究
が
あ
る
。
と
り
わ
け
造
船
の
技
術
史
的
な
視
点
を
中
心
と
し
た
詳
細

な
論
考
は
、
当
時
の
軍
艦
建
造
の
実
態
を
解
き
明
か
し
て
お
り
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
過
程
に
関
し
て
は
い
く
つ

か
の
間
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一
番
の
問
題
点
は
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
対
立
軸
を
軍
艦
導
入
を
積
極
的
に
推
進
し

た
と
す
る
海
防
掛
で
筆
頭
老
中
の
阿
部
正
弘
と
、
そ
れ
に
強
く
反
対
し
た
大
小
目
付
等
か
ら
な
る
海
防
掛
と
に
求
め
、
そ
れ
を
機
軸
と
し
て
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

直
島
の
海
防
政
策
を
分
析
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
立
図
式
と
視
点
は
、
先
行
研
究
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
～

般
的
な
理
解
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
果
た
し
て
老
中
の
阿
部
が
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
海
防
政
策
と
し
て
積
極
的
に
推
進
し
よ
う
と

し
た
事
実
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
当
該
期
の
海
防
政
策
の
評
価
に
関
し
て
も
、
従
来
の
研
究
で
は
幕
府
は
海
防
努
力
を
全
く
怠
り
、
停
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⑥

製
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ビ
ッ
ド
ル
の
み
な
ら
ず
多
数
の
異
国
船
が
日
本
近
海
に
出
没
し
た
こ
の
時
期
、
幕
府
は
明
確
な
海
防
方
針
の

も
と
海
防
政
策
を
実
行
に
移
し
て
い
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
硬
究
で
は
、
阿
部
の
洋
式
軍
監
導
入
を
当
然
視
す
る
あ
ま
り
、
幕
府
の

海
防
方
針
が
ど
の
辺
に
あ
っ
た
の
か
さ
え
議
論
を
せ
ず
、
阿
部
の
洋
式
軍
監
導
入
推
進
、
そ
し
て
海
防
掛
の
反
対
に
よ
る
頓
挫
、
結
果
と
し
て

の
海
防
の
停
滞
、
と
い
っ
た
図
式
で
理
解
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
阿
部
政
権
の
評
価
と
も
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と

考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
海
防
問
題
に
関
わ
っ
た
当
時
の
海
防
四
家
、
浦
賀
奉
行
、
海
防
掛
、
そ
し
て
老
中
の

阿
部
の
四
者
の
海
防
方
針
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
迫
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
際
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
が
阻
止
さ
れ
た
理
由
も

合
わ
せ
て
考
察
す
る
。

　
以
上
の
論
点
か
ら
、
本
稿
で
は
ビ
ッ
ド
ル
来
航
と
海
防
問
題
の
再
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
意
義
と
弘
化
・
嘉
永
期
の

海
防
政
策
の
実
態
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

①
山
口
宗
之
「
ビ
ッ
ド
ル
来
航
問
題
再
考
」
（
箭
内
健
次
編
噸
鎖
国
日
本
と
国
際

　
交
流
』
下
〈
告
川
目
文
勢
　
一
九
八
八
年
〉
所
収
、
後
に
同
『
ぺ
り
一
来
航
前

　
後
隔
〈
ぺ
り
か
ん
社
　
一
九
八
八
年
〉
に
「
ビ
ッ
ド
ル
来
航
問
題
小
考
」
と
し
て

　
収
録
）
。
そ
の
他
に
、
田
保
橋
潔
『
増
訂
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
（
原
轡
房
復
刻

　
一
九
七
六
年
）
第
十
四
章
第
一
節
「
合
衆
國
使
節
派
遣
の
由
来
」
。
鈴
木
歯
子

　
「
弘
化
三
年
ア
メ
リ
カ
船
渡
来
事
件
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
｝
四
号
、
｝
九
九
九

　
年
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
評
価
は
、
山
口
氏
と
同
様
で
あ
る
。

②
井
野
邊
茂
雄
『
幕
宋
史
の
研
究
』
（
雄
山
閣
一
九
二
七
年
）
第
二
編
十
節

　
「
打
田
令
復
古
の
内
議
」
、
依
藤
昌
介
「
弘
化
嘉
永
年
間
に
お
け
る
幕
府
の
対
外

　
政
策
の
基
調
に
つ
い
て
］
（
石
井
孝
編
『
幕
末
維
新
期
の
研
究
臨
〈
吉
川
弘
文
館

　
一
九
七
八
年
〉
所
収
）
。
藤
田
覚
「
対
外
的
危
機
の
深
化
と
幕
政
の
動
向
」
（
豊
田

　
武
先
生
古
希
記
念
論
文
集
『
日
本
近
世
の
政
治
と
社
会
』
〈
吉
川
弘
文
館
　
［
九

　
八
○
年
〉
）
所
収
、
同
「
外
圧
と
幕
政
」
（
〈
『
歴
史
評
論
睡
四
＝
～
号
、
一
九
八
四

　
年
〉
）
。
い
ず
れ
も
同
『
幕
藩
制
国
家
の
政
治
史
的
研
究
』
（
校
倉
書
房
　
一
九
八

　
七
年
目
収
録
。
三
谷
博
「
開
国
前
夜
」
（
糊
年
報
近
代
日
本
研
究
　
七
　
日
本
外
交

　
の
危
機
意
識
』
〈
山
川
出
版
社
　
一
九
八
五
年
〉
所
収
、
後
に
同
『
明
治
維
薪
と

　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
隔
〈
山
川
出
版
社
　
一
九
九
七
年
〉
収
録
）
。
浜
翻
訳
軌
『
ペ

　
リ
ー
来
航
前
夜
』
（
高
文
堂
出
版
社
　
一
九
八
八
年
）
。

③
安
達
裕
之
『
異
様
の
船
－
洋
式
船
導
入
と
鎖
国
体
制
⊥
（
平
凡
社
｝

　
九
九
五
年
）
第
四
章
「
老
中
阿
部
正
弘
と
洋
式
軍
艦
」
。

④
　
丹
治
健
蔵
「
弘
化
期
に
お
け
る
江
戸
湾
防
備
問
題
と
異
国
船
取
扱
令
」
（
森
克

　
己
博
士
古
希
記
念
会
編
『
対
外
関
係
と
政
治
文
化
㎞
第
三
巻
〈
吉
川
弘
文
館
　
一

　
九
七
四
年
〉
）
、
同
「
嘉
永
期
に
お
け
る
江
戸
湾
防
備
問
題
と
異
国
船
対
策
」
（
門
海

　
事
史
研
究
恥
二
十
号
、
一
九
七
三
年
目
。
松
田
隆
行
「
弘
化
・
嘉
永
期
に
お
け
る

　
異
国
船
取
扱
方
と
打
払
令
復
活
問
題
」
（
明
治
維
薪
学
会
編
『
明
治
維
新
と
西
洋

　
国
際
社
会
』
〈
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
九
年
〉
所
収
）
。
全
国
的
な
海
防
体
制
に
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関
し
て
は
、
原
剛
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
隔
（
名
著
出
版
社
　
一
九
八
八
年
）
が

　
あ
る
。

⑤
安
達
氏
は
、
そ
の
対
立
構
図
を
阿
部
目
「
大
船
主
義
者
扁
、
海
防
掛
翻
門
小
船

　
主
義
者
］
と
具
体
的
に
位
置
づ
け
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
過
程
の
分
析
を
試
み
て
い

　
る
（
安
達
前
掲
書
）
。
三
谷
氏
は
、
軍
艦
導
入
に
よ
る
「
海
防
強
化
論
」
の
陽
部

　
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
「
海
防
消
極
論
扁
の
海
防
掛
が
対
立
し
て
い
た
と
す
る

　
（
三
谷
前
掲
論
文
）
。
ま
た
松
田
氏
は
、
海
防
四
家
の
内
海
警
衛
の
答
申
を
分
析

　
す
る
と
と
も
に
、
阿
部
は
軍
艦
建
造
を
至
上
命
題
と
し
、
浦
賀
奉
行
と
と
も
に
そ

　
の
導
入
を
画
策
し
た
と
し
て
い
る
（
松
田
前
掲
論
文
）
。
い
ず
れ
も
阿
部
が
、
軍

　
艦
導
入
を
海
防
政
策
の
一
環
と
し
て
積
極
的
に
推
進
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と

　
位
置
づ
け
て
い
る
。

⑥
前
掲
三
谷
論
文
。

ビ
ッ
ド
ル
来
航
と
日
本
側
の
対
応

（
ニ
　
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の
突
態

ビッドル来航と海防問題（上松）

　
ペ
リ
ー
が
率
い
て
き
た
蒸
気
軍
艦
の
軍
事
的
脅
威
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
で
は
一
体
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の
軍
事
力
の
実
態
は
ど
の
程
度
の
も

の
だ
っ
た
の
か
、
ペ
リ
ー
艦
隊
と
比
較
検
討
し
た
の
が
（
表
1
）
で
あ
る
。

　
日
本
に
黒
船
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
ペ
リ
ー
艦
隊
の
二
艘
の
蒸
気
船
は
、
実
は
軍
艦
と
し
て
以
下
の
致
命
的
な
欠
陥
を
抱
え
て
い
た
。
ペ
リ
ー

艦
隊
の
蒸
気
船
の
推
進
力
は
水
面
上
に
露
出
し
て
い
る
外
輪
（
。
。
一
号
多
Φ
Φ
同
。
・
）
で
得
て
い
る
が
、
こ
れ
が
破
壊
さ
れ
れ
ば
蒸
気
船
と
し
て
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

効
な
推
進
力
を
失
い
、
ま
た
船
体
中
央
部
に
設
置
さ
れ
た
大
型
の
蒸
気
機
関
と
外
輪
は
、
備
砲
数
と
乗
員
を
著
し
く
制
限
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
結
果
、
ペ
リ
ー
艦
隊
は
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
に
比
し
て
備
砲
数
で
五
七
％
、
乗
員
は
一
艘
あ
た
り
の
単
純
計
算
で
五
三
％
と
ほ
ぼ
そ
の
半
分
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
場
合
、
十
八
世
紀
末
に
備
砲
数
に
よ
っ
て
軍
艦
が
等
級
に
分
け
ら
れ
、
六
四
門
艦
以
上
が
戦
列
艦
と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ

　
②

う
に
、
と
り
わ
け
備
砲
数
が
戦
闘
力
を
示
す
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
海
軍
に
お
い
て
は
、
一
八
一
二
年
に
起
こ
っ

た
第
二
次
米
英
戦
争
敗
戦
の
教
訓
に
よ
り
、
一
八
二
〇
年
前
後
に
相
次
い
で
七
四
門
艦
の
帆
船
戦
列
艦
を
建
造
し
た
が
、
な
か
で
も
コ
ロ
ン
バ
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（表1）　ビッドル艦隊VSペリー艦隊

艦隊名 艦名　　　　　　　　　　艦種　　　　　　　トン数　　全長 乗員 備砲数

ビツドル

コロンバス　　　　　　戦列艦　　　　　2480　　19L1

iCoエumbus）　　（Ships　of　the　Line）　（亡ons）　（fee亡）

rインセンス　　　　　スループ　　　　700　　127

iVincenHes）　　　（Sloops　of　war）

780

?９0

86

Q4

合計 970（名） 110（門）

※サスケハナ　　　　フリゲート　　　2450　　250 300 9

（Susquehanna）　　　　　（Frigates）

※ミシシッピ　　　　フリゲート　　　1692　　220 257 10

ペリー （Mississ三PP玉）

プりマス　　　　　スループ　　　　974　　147．6 210 22

（Plym・uth）

サラトガ　　　　　スループ　　　　882　　146．4 275 22

（Sarat・ga）

合計 1042（名） 63（門）

註：比較のため典拠史料に拠った結果、船によって備砲数は来航時と必ずしも一致しない。

　　またペリー艦隊は第一回目来航時。※印は蒸気船である。
典拠：X，Jack　Bauer　and　Stephen　S，　Roberts，　Register　of　Ships　of　the　LJ．　S．　Navy」1　775一　1990

　　（Greenwood　Press，　1991）e

　　　なおサスケハナとミシシッピ号は、Roger　Pineau，　ed．，　The　Personal　Jounial　of

　　　Cominodore　Matthew　C．　Perry，　（Smithsonian　lnstitution　Press，　1968）　“APPEND

　　IXB”より、排水量をトン数に訂正した。

ス
号
は
戦
争
中
計
画
さ
れ
た
戦
列
艦
の
な
か
で
は
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

成
功
し
た
例
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
海
軍

が
本
格
的
に
蒸
気
軍
艦
へ
移
行
す
る
の
は
、
ス
ク
リ

ュ
ー
型
が
開
発
さ
れ
、
蒸
気
軍
艦
が
実
用
性
を
持
っ
て

　
④

か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
ペ
リ
ー
来
航
後
の
一
八
五
五
年

に
進
水
し
た
ス
ク
リ
ュ
ー
型
フ
リ
ゲ
ー
ト
丁
田
リ
ー
マ

ッ
ク
（
鼠
の
三
ヨ
帥
。
障
）
号
（
排
水
燈
四
六
三
六
t
、
備
砲
数

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

四
〇
門
、
乗
員
五
～
九
人
）
の
建
造
か
ら
で
あ
る
。
ペ

リ
ー
が
率
い
て
き
た
蒸
気
軍
艦
の
あ
ま
り
に
も
過
少
の

備
砲
数
や
乗
員
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
実
態
は
園
田

英
弘
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
闘
力
よ
り
も
航
洋
性

を
重
視
し
た
「
軍
事
的
に
弱
体
の
軍
艦
」
に
他
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
⑥

か
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
的
に
見
て
も
帆
船
か
ら
蒸
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

軍
艦
へ
と
転
換
し
た
の
は
ク
リ
ミ
ア
戦
争
以
降
で
あ
り
、

ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
時
期
は
、
帆
船
の
戦
列
艦
の
時
代

か
ら
本
格
的
な
蒸
気
軍
艦
へ
と
移
行
す
る
端
境
期
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
ペ
リ
ー
艦
隊
に
は
、
当
初
の
予
定

で
は
コ
ロ
ン
バ
ス
号
と
ほ
ぼ
同
規
模
の
帆
船
戦
列
艦
ヴ

ァ
ー
モ
ン
ト
号
（
＜
①
§
8
酔
）
が
参
加
す
る
は
ず
で
あ
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⑧つ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の
コ
ロ
ン
バ
ス
号
を
は
じ
め
と
す
る
帆
船
戦
列
艦
は
、
依
然
と
し
て
ペ
リ
ー
来
航
時
で
さ
え
も
米
国
海

軍
の
い
わ
ば
主
力
艦
で
あ
り
、
日
本
側
か
ら
見
れ
ば
そ
の
軍
事
的
脅
威
は
圧
倒
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）
臼
本
側
の
対
応

ビッドル来航と海防問題（上松）

　
　
八
四
五
年
二
月
　
五
日
に
下
院
で
日
本
へ
の
使
節
派
遣
が
提
議
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
米
清
通
商
条
約
（
酔
冨

甲
Φ
帥
蔓
。
団
≦
き
。
q
匡
鋤
）
批
准
書
交
換
の
た
め
、
ロ
シ
ア
や
ハ
ー
グ
公
使
の
経
歴
を
持
つ
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
エ
ベ
レ
ッ
ト
（
≧
Φ
豪
勇
巽
国
．

図
く
Φ
轟
け
）
を
駐
華
弁
務
官
に
任
命
し
、
あ
わ
せ
て
日
本
と
の
条
約
締
結
の
全
権
を
与
え
た
。
そ
の
際
、
エ
ベ
レ
ッ
ト
護
送
の
任
務
に
あ
た
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ビ
ツ
ド
ル
（
智
羅
。
・
b
d
凱
紐
Φ
）
に
対
し
て
、
同
年
五
月
二
二
日
、
海
軍
省
長
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
ク
ロ

フ
ト
（
○
Φ
o
茜
の
b
d
き
。
δ
ε
よ
り
、
エ
ベ
レ
ッ
ト
が
日
本
訪
問
の
意
志
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
目
的
の
た
め
に
艦
隊
を
自
由
に
動
か
し
て
よ
い
こ

と
、
か
り
に
エ
ベ
レ
ッ
ト
が
辞
退
し
た
な
ら
ば
、
ビ
ッ
ド
ル
自
身
が
代
行
し
適
宜
そ
の
目
的
を
貫
徹
す
る
こ
と
、
ま
た
日
本
と
の
交
渉
の
さ
い
、

相
手
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
政
府
へ
の
敵
意
や
不
信
感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
こ
の
後
エ
ベ
レ
ッ
ト
が
病
気
に
な
り
、
リ
オ
デ
ジ
ャ

ネ
イ
ロ
で
船
を
降
り
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ビ
ッ
ド
ル
を
臨
時
弁
務
官
に
任
命
し
、
彼
に
信
任
状
が
渡
さ
れ
、
職
務
が

代
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
日
本
来
航
の
目
的
は
、
日
本
側
の
開
国
の
意
志
を
確
認
す
る
こ
と
、
そ
の
意
志
が
あ
れ
ば
通
商
条
約
を
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

結
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
。
そ
の
条
約
の
内
容
は
、
ビ
ッ
ド
ル
が
来
航
の
際
、
日
本
側
に
六
国
と
米
・
英
・
仏
と
の
間
で
結
ば
れ
た
通
商
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

約
の
漢
文
の
コ
ピ
ー
を
手
渡
そ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
言
置
通
商
条
約
の
内
容
に
そ
っ
た
も
の
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
の
ビ
ツ
ド
ル
艦
隊
の
第
一
報
が
浦
賀
奉
行
所
の
三
崎
陣
屋
に
届
い
た
の
が
弘
化
三
年
閏
五
月
二
七
日
午
前
八
時
頃
（
朝
影
ツ
）
、
幕
府
へ
の

報
告
で
は
、
浦
賀
奉
行
所
に
は
午
前
十
一
時
頃
（
巳
中
刻
）
情
報
が
届
き
、
す
ぐ
に
通
詞
を
乗
せ
た
百
船
を
準
位
差
し
向
け
野
比
浜
沖
で
停
船

さ
せ
、
武
器
を
多
数
積
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
浦
賀
港
内
に
は
入
れ
ず
に
圓
り
を
多
数
の
番
船
で
取
り
囲
む
こ
と
と
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

籍
・
来
航
の
目
的
・
艦
船
の
詳
細
等
を
確
認
し
た
。
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｝
方
、
ビ
ッ
ド
ル
の
方
は
、
事
前
の
情
報
収
集
で
は
長
崎
奉
行
が
条
約
を
結
ぶ
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
長
崎
か
ら
江
戸
ま
で
通

常
七
週
間
の
道
程
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
直
接
江
戸
湾
へ
乗
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
来
航
の
目
的
を
文
書
で
提
出
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

求
め
ら
れ
た
ビ
ッ
ド
ル
は
、
信
任
状
と
と
も
に
そ
れ
を
日
本
側
に
渡
し
た
。

　
翌
二
八
日
、
浦
賀
奉
行
大
久
保
忠
豊
（
も
う
一
名
の
奉
行
一
柳
直
方
は
在
府
、
二
九
日
に
浦
賀
へ
出
立
）
は
、
幕
府
に
対
し
て
両
藩
主
（
三
浦
半
島

側
・
川
越
藩
主
松
平
斉
典
、
房
総
半
島
側
・
忍
藩
主
松
平
忠
国
）
出
陣
の
件
を
正
式
に
打
診
し
た
。
一
方
、
幕
府
の
方
も
、
申
し
渡
し
の
際
に
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

然
異
儀
二
及
ひ
候
も
難
計
」
と
事
態
を
重
く
見
て
、
二
九
日
に
両
藩
主
の
出
陣
を
内
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
異
国
船
来
航
に
と
も
な
う
藩
主
の
出
陣
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
長
崎
ヘ
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
来
航
し
て
以
来
、
凡
そ
二
〇
〇
年
ぶ
り

の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
正
保
四
年
の
際
は
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
追
放
以
来
、
彼
ら
に
対
す
る
強
い
危
機
感
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

沿
岸
防
備
体
制
が
構
築
さ
れ
、
そ
れ
が
実
際
に
機
能
し
た
も
の
だ
が
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
時
に
再
び
藩
主
の
出
陣
を
命
じ
た
こ
と
は
、
幕
府
が
ビ

ッ
ド
ル
艦
隊
の
来
航
を
い
か
に
重
い
事
態
と
受
け
と
め
た
の
か
が
窺
え
る
。

　
六
月
二
日
、
老
申
阿
部
正
弘
か
ら
正
式
に
出
陣
の
命
令
が
伝
え
ら
れ
る
。
忍
藩
は
そ
の
日
の
午
後
二
時
頃
「
御
出
陣
、
騎
馬
二
二
御
供
方
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

下
共
六
百
人
余
」
の
陣
容
で
出
発
、
さ
ら
に
国
元
か
ら
上
下
八
○
○
人
が
富
津
陣
屋
へ
と
向
か
っ
た
。
川
越
藩
で
は
忍
藩
側
の
着
陣
予
定
時
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
あ
わ
せ
て
三
日
の
午
前
八
時
頃
上
下
二
〇
〇
〇
人
煙
の
陣
容
で
出
発
し
、
四
日
午
後
六
時
頃
に
大
津
陣
屋
へ
着
陣
し
た
。
一
方
、
忍
藩
主
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

平
忠
国
の
方
は
す
ぐ
に
は
陣
屋
へ
は
入
ら
ず
、
直
接
台
場
を
巡
視
し
た
後
、
同
日
の
午
後
八
時
頃
富
津
陣
屋
へ
着
陣
し
た
。
そ
の
間
、
両
藩
主

の
着
陣
予
定
時
刻
（
四
日
夕
刻
）
か
ら
、
五
日
早
朝
に
「
通
信
通
商
」
は
「
國
禁
」
で
あ
る
こ
と
、
「
歯
黒
之
事
ハ
長
崎
に
て
あ
っ
か
ふ
國
法
」

で
あ
り
、
二
度
と
浦
賀
に
来
航
し
な
い
こ
と
を
記
し
た
「
早
書
」
の
申
し
渡
し
を
行
う
こ
と
を
三
日
に
決
定
し
た
。
さ
ら
に
同
日
、
六
甲
の
大

船
に
二
挺
ず
つ
大
筒
（
貫
目
以
上
四
挺
、
三
〇
〇
目
以
上
八
挺
）
を
積
載
す
る
こ
と
に
関
し
て
浦
賀
奉
行
か
ら
、
相
手
を
刺
激
し
な
い
た
め
に
目

立
た
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。
両
藩
主
が
着
陣
し
た
四
日
に
は
、
臨
書
申
し
渡
し
の
際
異
変
が
起
こ
っ
た
場
合
、
浦
賀
奉
行
か
ら

次
の
よ
う
な
指
示
が
出
さ
れ
た
。
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ビッドル来航と海防問題（上松）

　
　
異
字
船
江
蹄
帆
申
渡
三
図
之
節
者
、
浦
賀
御
役
所
之
船
二
女
鐘
を
鳴
ら
し
太
鼓
を
打
大
筒
打
携
候
ハ
・
、
右
を
合
図
二
｝
曲
打
梯
、
夫
よ
り
直
二
異
船
江

　
　
乗
込
討
死
之
欝
之
由
・
被
衛
候
鞠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
す
で
に
現
場
に
は
従
来
通
り
富
津
・
観
音
崎
ラ
イ
ン
で
の
打
沈
め
が
四
月
に
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
浦
賀
奉
行
四
艘
、
川
越
・

忍
逗
留
六
艘
の
計
＝
立
腐
に
大
筒
を
積
載
し
て
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
を
包
囲
し
た
う
え
で
、
異
変
が
生
じ
た
場
合
、
日
本
側
の
小
舟
の
み
で
は
内
海

へ
の
侵
入
を
阻
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
で
打
ち
払
う
こ
と
と
な
っ
た
。
浦
賀
奉
行
側
で
は
弱
点
と
思
わ
れ
た
ビ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ド
ル
艦
隊
の
艦
の
方
を
手
勢
の
四
艘
の
船
で
砲
撃
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
が
、
「
素
よ
り
軍
船
こ
も
無
面
諭
」
で
は
到
底
勝
利
は
望
め
な
か

っ
た
。
浦
賀
奉
行
が
指
示
し
た
「
異
藤
江
乗
込
討
死
感
心
悟
」
に
は
以
上
の
よ
う
な
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
と
の
軍
事
力
の
格
差
の
認
識
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
問
題
の
五
日
の
諭
書
の
申
し
渡
し
で
あ
る
。
こ
の
時
ア
メ
リ
カ
側
と
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
果

た
し
て
そ
の
原
因
は
何
か
、
開
戦
の
危
機
は
存
在
し
た
の
か
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

　
事
件
の
概
要
は
、
ビ
ッ
ド
ル
の
報
告
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
集
書
の
申
し
渡
し
を
日
本
側
官
船
で
行
う
こ
と
に
同
意
し
た
ビ

ッ
ド
ル
が
日
本
側
官
船
に
乗
り
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
側
の
兵
士
に
よ
っ
て
突
然
押
し
倒
さ
れ
た
。
憤
り
本
船
に
引
き
返
し
た
ビ
ッ
ド

ル
は
、
抗
議
す
る
と
と
も
に
日
本
側
の
法
律
に
基
づ
い
て
そ
の
兵
士
の
処
罰
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
事
件
の
原
因
を
ビ
ッ
ド
ル
は
、
通
訳
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
ま
く
ゆ
か
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
て
い
た
。

　
ビ
ッ
ド
ル
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
彼
が
乗
り
込
も
う
と
し
た
の
は
川
越
藩
の
士
大
将
小
河
原
近
江
の
船
で
あ
っ
た
。
乗
船
す
る
船
を
誤

っ
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
原
因
で
あ
る
が
、
川
越
藩
の
記
録
で
も
ビ
ッ
ド
ル
を
押
し
倒
し
た
（
「
異
人
の
足
を
は
ね
落
し
」
）
者
の
氏
名
（
「
羽
野
端

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

平
義
」
）
以
外
、
そ
の
原
因
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
で
は
実
態
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
当
時
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
情
報
を
収
集
し
た
土
浦
藩
儒
者
中
田
正
誠
の
記
録
に
は
次
の
よ
う
に

あ
る
。

　
　
取
違
松
平
大
和
守
様
番
船
楼
乗
込
候
腱
、
大
筒
等
へ
菰
掛
置
墨
付
、
異
入
共
右
之
掛
者
ね
識
見
、
其
上
大
和
守
様
衆
何
れ
も
甲
冑
二
而
刀
抜
き
、
異
人
以
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之
外
立
腹
二
て
（
後
略
）
（
「
午
六
月
　
阿
部
駿
河
守
怪
鳥
御
陣
場
詰
誉
者
よ
り
来
状
之
写
」
）

　
　
誤
り
て
川
越
侯
供
船
之
内
へ
参
り
候
付
、
鎮
嘉
之
船
へ
参
り
候
様
指
図
致
候
得
共
、
言
語
不
通
、
彼
是
致
候
内
夷
人
家
船
二
乗
置
候
大
筒
二
手
を
掛
候
を

　
　
導
音
而
、
川
越
士
人
刀
を
抜
候
得
者
、
大
二
驚
き
小
船
二
飛
乗
早
速
逃
帰
り
何
分
之
船
中
騒
々
敷
賛
候
、
内
幕
之
如
き
物
を
以
て
船
を
包
み
砲
門
計
り
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
置
候
而
、
既
二
　
戦
二
及
候
勢
御
座
候
（
「
安
井
仲
平
よ
り
申
田
正
誠
宛
書
翰
　
六
月
二
三
日
付
」
）

　
ま
た
、
『
弘
化
雑
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
川
越
謄
本
備
船
軍
乗
入
候
所
大
筒
之
有
単
二
付
、
其
上
二
懸
ケ
阿
り
候
む
し
ろ
を
取
（
中
略
）
無
沙
汰
大
筒
江
手
懸
、
不
礼
之
閃
耀
立
腹
（
後
略
）

　
以
上
の
史
料
か
ら
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
そ
の
結
果
は
、
次
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
。
諭
書
申
し
渡
し
の
た
め
に
ビ
ッ
ド
ル
が
日
本
側
官
船
に

お
も
む
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
川
越
藩
の
士
大
将
小
金
原
近
江
の
番
船
に
乗
り
込
ん
だ
が
、
そ
れ
が
誤
り
だ
と
は
言
葉
が
通
じ
ず
気
が

つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
米
国
側
の
兵
士
が
勝
手
に
大
砲
に
か
け
て
あ
っ
た
菰
を
取
り
払
い
、
そ
し
て
手
を
か
け
た
。
そ
れ
は
事
前
に
浦
賀

奉
行
の
指
示
で
目
立
た
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
に
覆
っ
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
ら
れ
た
川
越
藩
士
が
狼
狽
、
な
お
か
つ
そ
の
無
礼

さ
に
立
腹
し
抜
刀
し
た
。
川
越
藩
士
が
お
そ
ら
く
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
船
に
乗
り
込
も
う
と
し
た
ビ
ツ
ド
ル
の
足
を
は
ら
っ
た
た
め
に
ビ
ッ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
が
倒
れ
る
格
好
と
な
っ
た
。
米
国
側
の
兵
士
も
劔
に
手
を
か
け
た
た
め
双
方
か
ら
こ
れ
を
抱
き
留
め
な
ん
と
か
お
さ
ま
っ
た
。
だ
が
、
憤
慨

し
た
米
国
側
は
本
艦
に
戻
り
開
戦
の
準
備
を
始
め
た
。

　
ビ
ッ
ド
ル
は
、
海
軍
省
長
官
宛
の
報
皆
書
で
開
戦
準
備
に
関
し
て
雷
及
し
て
い
な
い
が
、
浦
賀
奉
行
与
力
佐
々
倉
憲
太
郎
は
そ
の
模
様
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
少
々
行
違
之
義
有
之
、
異
人
大
二
立
腹
仕
、
直
様
本
船
二
引
返
シ
大
品
ヲ
繰
出
シ
、
各
持
場
ヲ
堅
田
争
戦
ニ
モ
可
及
有
様
（
中
略
）
警
固
船
脚
而
者
今
朝
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
リ
火
矢
炮
烙
玉
二
至
ル
迄
筒
毎
二
込
、
今
や
く
と
相
待
候
、
実
二
大
事
ノ
ロ
二
二
而
御
座
候

　
当
時
の
風
聞
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
儒
書
申
し
渡
し
の
際
、
浦
賀
奉
行
地
方
掛
与
力
の
中
島
清
司
が
ビ
ッ
ド
ル
を
刺
殺
し
、
そ
れ
を
合
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
打
ち
払
う
計
画
も
立
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
現
場
の
軍
事
的
緊
張
は
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
六
月
五
日
の
早
朝
、
両
者
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ビッドル来航と海防問題（上松）

が
互
い
に
大
砲
に
装
遍
し
、
に
ら
み
合
う
一
触
即
発
の
状
況
が
出
現
し
た
。
二
〇
〇
年
ぶ
り
に
臨
戦
態
勢
の
も
と
で
藩
主
が
在
陣
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
「
平
穏
な
九
日
間
」
な
ど
で
は
な
く
、
実
は
開
戦
の
危
機
の
可
能
性
は
十
分
に
存
在
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
浦
賀
奉
行
与
力
ら
の
懸
命
の
説
得
に
よ
っ
て
開
戦
の
危
機
は
回
避
さ
れ
た
が
、
こ
の
経
験
が
こ
の
後
の
洋
式
軍
艦
導
入
問

題
と
密
接
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。

　
一
方
、
諭
書
の
申
し
渡
し
は
、
川
越
・
忍
両
藩
の
家
老
と
留
守
居
役
が
立
ち
合
う
な
か
、
与
力
の
中
島
清
司
よ
り
コ
ロ
ン
バ
ス
号
で
行
わ
れ

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
q
こ
れ
に
対
し
て
ビ
ッ
ド
ル
は
了
解
し
た
旨
の
「
請
書
」
を
提
出
し
、
順
風
を
ま
っ
て
七
日
に
出
帆
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ビ
ッ
ド
ル
の
方
は
政
府
か
ら
指
示
さ
れ
た
日
本
側
の
開
国
の
意
志
の
確
認
を
行
っ
た
だ
け
で
、
命
令
以
上
の
職
務
を
行
う
意
志
は
な
か
っ
た
。

だ
が
、
ビ
ッ
ド
ル
外
交
は
、
彼
が
受
け
取
っ
た
角
書
が
サ
イ
ン
や
日
時
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
甚
だ
外
交
上
の
儀
礼
の
ル
ー
ル
を
欠
く
も
の
と

　
　
　
　
　
　
醗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
批
判
さ
れ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本
に
対
す
る
開
国
交
渉
の
立
場
を
よ
り
不
利
な
も
の
と
し
た
と
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
前
、
米
国
捕
鯨
船
ロ
ー
レ
ン
ス
（
H
㌧
⇔
≦
H
①
鵠
O
Φ
）
号
の
乗
組
員
が
択
捉
島
に
漂
着
し
た
が
、
政
府
が
彼
等
を
帰
国
さ
せ
る
べ

く
ビ
ツ
ド
ル
艦
隊
を
活
用
し
な
か
っ
た
と
の
批
判
も
起
こ
っ
て
い
畑
。
後
に
ペ
リ
ー
が
砲
艦
外
交
を
展
開
し
た
背
景
に
は
・
上
記
の
よ
う
な
ビ

ッ
ド
ル
外
交
に
対
す
る
批
判
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
川
越
藩
士
が
ビ
ッ
ド
ル
を
突
き
飛
ば
し
た
一
件
は
、
当
初
海
防
掛
が
問
題
結
し
、
浦
賀
奉
行
が
該
当
武
士
の
処
罰
を
示
唆
し
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

家
中
一
統
の
士
気
に
響
く
と
し
て
川
越
藩
が
強
く
抵
抗
し
た
た
め
に
不
問
に
ふ
さ
れ
て
い
る
。

①
園
田
英
弘
隅
西
洋
化
の
構
造
臨
（
思
転
造
出
版
一
九
九
三
年
）
第
二
章
「
二

　
蒸
気
船
軍
艦
発
達
史
」
。
黛
治
夫
『
艦
砲
射
撃
の
歴
史
睡
（
原
書
罷
　
～
九
七
七

　
年
）
五
一
二
～
五
四
頁
。
青
木
栄
一
畷
シ
ー
パ
ワ
ー
の
薫
炉
史
　
2
』
（
出
版
協
同

　
社
　
一
九
八
三
年
）
五
八
頁
。

②
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ド
ッ
グ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ム
ー
ア
著
、
渡
辺
修
治
訳
『
図
説
英

　
国
の
帆
船
軍
艦
』
（
原
害
房
　
一
九
九
五
年
）
二
～
十
一
頁
。

③
国
。
惹
五
山
9
碧
巴
①
甲
§
馬
ミ
防
ミ
心
逸
辞
郎
ミ
ミ
ミ
歴
象
ミ
轟
さ
逗

　
（
し
ご
。
鵠
雪
鎚
ω
。
o
犀
も
。
藁
Φ
お
）
で
．
c
。
O
甲
ω
一
ρ
ω
区
。
堀
元
美
『
帆
船
時
代
の
ア
メ

　
リ
カ
　
下
巻
』
（
原
書
房
　
～
九
八
二
年
）
二
三
～
二
八
頁
。

④
国
。
壽
己
目
．
9
昌
巴
ρ
↓
訂
出
婆
。
曼
。
｛
鯨
⑦
諺
ヨ
践
。
雪
ω
恥
籠
品
蜜
毒

　
℃
’
ミ
。
。
■

⑤
表
1
典
拠
史
料
に
同
じ
。
こ
の
年
に
は
同
規
模
の
ス
ク
リ
ュ
ー
型
ブ
リ
ゲ
ー
ト
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艦
が
他
に
三
景
進
水
し
て
い
る
。

⑥
　
園
田
前
諾
掲
轟
欝
六
九
頁
。

⑦
小
山
弘
健
闘
図
説
世
界
軍
事
技
術
史
㎞
（
芳
賀
書
店
．
一
九
七
二
年
）
策
四
章

　
第
W
節
「
汽
走
軍
艦
」
。

⑧
杉
浦
昭
典
『
蒸
気
船
の
世
紀
』
（
聾
T
T
出
版
一
九
九
九
年
）
二
九
〇
頁
。

⑨
な
お
ビ
ッ
ド
ル
の
経
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
七
八
三
年
フ
ィ
ラ
デ
ィ
ル

　
フ
ィ
ア
に
生
れ
、
一
八
○
○
年
に
海
軍
に
入
隊
。
第
二
次
米
英
戦
争
に
お
い
て
は

　
ス
ル
ー
ブ
艦
ホ
ー
ネ
ッ
ト
号
の
指
揮
官
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
功
績
に
よ
り
一
八

　
一
五
年
、
議
会
か
ら
メ
ダ
ル
が
授
与
さ
れ
大
佐
に
昇
進
。
そ
の
後
は
西
イ
ン
ド
艦

　
隊
、
ブ
ラ
ジ
ル
艦
隊
の
各
司
令
官
を
務
め
、
地
中
海
艦
隊
司
令
官
の
間
に
米
・
ト

　
ル
コ
条
約
を
締
結
し
た
。
　
～
時
健
康
を
損
な
っ
た
が
、
　
一
八
三
八
年
に
は
フ
ィ
ラ

　
デ
ィ
ル
フ
イ
ア
海
軍
病
院
に
付
属
の
兵
学
校
を
設
置
し
、
後
進
の
教
育
に
あ
た
っ

　
た
。
一
八
四
六
年
に
は
米
点
通
商
条
約
批
准
書
を
交
換
、
日
本
か
ら
帰
国
後
は
太

　
平
洋
艦
隊
を
率
い
て
メ
キ
シ
コ
戦
争
に
参
加
し
、
一
八
四
八
年
に
故
郷
で
亡
く
な

　
っ
て
い
る
。

　
　
（
幻
。
α
q
臼
｝
・
ω
昆
一
Φ
噌
．
巴
－
b
咄
ミ
§
織
遂
居
睡
§
ミ
ら
§
藁
N
§
電
ヒ
ロ
噛
ミ
§
婁

　
く
。
ぎ
ヨ
①
一
＾
O
お
曾
毛
。
巳
甲
㊦
ω
ω
し
O
o
。
心
壱
．
o
。
㌣
。
。
q
y

⑩
前
掲
噸
増
訂
近
代
日
本
外
国
関
係
史
』
、
四
〇
八
～
四
一
〇
頁
。
日
息
¢
ぎ

　
乏
欝
欝
山
§
ミ
隷
下
嵜
越
三
四
ぎ
潮
紅
な
軽
犠
湊
ξ
§
蹴
ミ
械
轟
ミ
馬
ミ
ミ
時
§
S

　
O
§
ミ
遂
（
円
冨
↓
o
畷
o
b
ご
§
犀
P
一
8
。
。
）
や
お
－
誌
．

　
　
冒
ぎ
≦
．
閃
。
し
・
冨
お
鉢
ミ
§
ミ
轟
b
嘗
ご
ミ
黛
亀
§
き
偽
Q
㌶
§
㌧
（
瓢
。
信
σ
q
年
8

　
竃
選
一
す
O
o
三
雲
塁
弘
⑩
8
）
℃
］
誌
山
蕊
．

　
　
↓
Φ
鼻
§
α
q
　
円
。
謁
り
S
蹄
§
駄
砺
§
跨
b
覧
§
亀
遷
ミ
　
O
ミ
ミ
”
N
O
。
華
8

　
（
d
響
く
①
邑
曙
。
｛
≦
国
6
。
三
昌
α
q
樽
。
戸
内
お
の
ω
目
Φ
課
）
℃
．
○
。
山
一
．

　
　
「
海
軍
省
長
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ン
ク
ロ
フ
ト
よ
り
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ビ
ッ

　
ド
ル
宛
、
日
本
訪
問
に
関
す
る
訓
令
の
抜
粋
、
一
〇
。
心
9
α
．
卜
。
笛
日
付
」
（
黛
鮪

　
9
ミ
婁
帖
§
ミ
b
。
爵
ミ
§
黄
い
§
§
肉
§
§
§
偽
b
8
§
§
鴬
ω
卜
。
傷
O
o
詔
り
一
ω
［

　
ω
霧
δ
P
翼
。
8
）
℃
．
①
県
以
下
ω
』
×
』
。
P
累
。
0
⑩
と
略
記
。

⑪
「
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
ビ
ッ
ド
ル
よ
り
海
軍
省
長
官
ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
ン
ク
ロ

　
フ
ト
宛
公
信
、
一
c
Q
戯
⑦
．
①
．
ω
一
日
付
」
（
ω
．
国
×
’
u
O
9
瓢
O
研
P
㍗
①
命
①
①
．
）
。

⑫
「
佐
々
倉
勘
蔵
よ
り
結
城
敬
之
助
宛
書
簡
、
弘
化
三
年
六
月
三
日
付
」
（
「
佐
々

　
倉
卒
三
「
弘
化
三
年
ビ
ッ
ド
ル
提
督
の
来
航
」
凹
海
事
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九

　
⊥
ハ
＝
一
年
）
。

⑬
箭
内
健
次
編
『
通
航
匹
見
続
輯
』
四
（
清
文
堂
出
版
～
九
七
二
年
）
～
コ

　
～
一
一
五
頁
。

⑭
註
⑪
史
料
に
同
じ
。
ビ
ッ
ド
ル
と
の
一
連
の
往
復
文
書
は
門
新
伊
勢
物
語
」

　
（
茨
城
県
史
編
纂
委
員
会
華
甲
茨
城
県
史
　
幕
末
編
1
㎞
　
一
九
七
一
年
、
六
〇
～

　
六
＝
貝
）
に
掲
載
。

⑮
前
掲
噸
通
航
～
覧
続
輯
』
四
、
～
二
九
～
～
三
〇
、
＝
二
四
～
＝
二
五
頁
。

　
『
川
越
藩
相
州
警
衛
一
件
別
録
』
三
（
写
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
、
閾

　
五
月
二
七
、
二
八
、
二
九
日
、
六
月
一
日
の
条
。

⑯
山
本
博
文
『
寛
永
時
代
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
九
六
年
）
九
三
～
＝
六
、

　
二
〇
五
一
二
二
〇
頁
。

⑰
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
忍
藩
士
中
野
家
日
記
』
三
。

⑱
前
掲
『
川
越
藩
相
州
警
衛
｝
件
別
録
』
三
、
六
月
三
、
四
日
の
条
。

⑲
前
掲
『
忍
藩
士
中
野
家
日
記
』
三
。

⑳
註
⑱
に
同
じ
。

⑳
維
新
史
料
編
纂
会
編
『
大
日
本
維
新
史
料
』
第
～
編
之
一
（
維
新
史
料
編
纂
事

　
務
局
、
一
九
三
八
年
）
弘
化
三
年
四
月
二
八
日
の
条
、
四
四
六
頁
。

⑫
　
　
門
浦
賀
表
御
幣
向
之
儀
御
尋
面
付
先
達
而
御
答
申
上
候
処
、
三
面
不
行
届
哉
奉

　
細
腰
閾
、
猶
又
申
上
候
書
付
」
（
整
理
冨
。
＝
二
〇
［
御
百
重
松
平
式
部
少
輔
殿

　
警
備
場
向
御
見
分
｝
鼎
座
］
〈
横
須
賀
史
学
研
究
会
編
『
浦
賀
奉
行
史
料
集
』
第

（74）74



一
撮
、
た
た
ら
書
房
　
一
九
六
八
年
、
三
九
三
頁
〉
）
。

⑳
　
註
⑪
史
料
に
同
じ
。

⑳
　
前
掲
噸
川
越
藩
相
州
警
衛
一
件
別
号
鰯
三
、
六
月
五
日
の
条
。

⑳
　
　
咽
中
田
正
誠
雑
記
』
一
（
写
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
。
「
阿
部
駿
河
守

　
様
」
と
は
、
一
房
寺
側
で
自
藩
領
の
海
岸
を
警
備
し
た
佐
貫
藩
の
こ
と
。
ま
た
「
安

　
井
仲
平
」
と
は
、
当
時
自
ら
浦
賀
に
赴
き
情
報
を
収
集
し
た
妖
肥
藩
儒
者
安
井
息

　
軒
の
こ
と
。
い
ず
れ
も
現
場
に
い
た
た
め
に
情
報
の
信
愚
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ

　
る
。
ま
た
「
午
六
月
　
阿
部
駿
河
守
様
衆
御
陣
場
詰
選
者
よ
り
来
状
之
写
」
は
、

　
『
弘
化
雑
記
』
（
汲
古
書
院
　
一
九
八
三
年
、
三
〇
七
頁
）
に
も
収
載
さ
れ
て
い

　
る
。
以
下
、
引
用
史
料
中
の
括
弧
付
は
筆
者
に
よ
る
。

㊧
　
　
「
浦
賀
船
問
膣
よ
り
之
来
状
抜
書
し
（
前
掲
『
弘
化
雑
記
』
　
三
一
〇
頁
）
。

⑳
　
前
掲
『
川
越
藩
相
州
警
衛
｝
件
別
録
』
四
、
九
月
二
七
日
の
条
。

⑳
　
佐
々
倉
桐
太
郎
『
亜
美
利
駕
船
渡
来
雑
記
』
（
写
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

　
蔵
）
。
な
お
、
同
内
容
の
も
の
が
糊
通
航
一
覧
続
輯
』
第
四
巻
に
（
…
五
二
～
一

　
五
三
頁
）
「
異
国
船
渡
来
雑
記
」
か
ら
の
出
典
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
ハ
マ
マ
　

⑳
　
　
「
清
次
（
浦
賀
奉
行
与
力
・
中
島
清
司
）
兼
而
約
候
鳥
、
某
老
年
二
付
早
業
成

　
不
申
候
問
、
若
異
人
相
諭
承
知
不
致
候
ハ
・
、
座
中
主
立
候
者
へ
飛
か
く
り
刺

　
違
可
藩
候
、
通
詞
者
海
へ
飛
入
候
へ
、
夫
を
合
図
曲
打
佛
可
申
と
相
論
候
」
（
「
某

　
艶
聞
見
談
話
之
由
扁
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
異
船
渡
来
一
件
』
所
収
）
。

⑳
前
掲
判
通
航
一
覧
続
懸
隔
四
、
一
四
七
～
一
四
九
頁
。

⑳
　
「
諭
書
」
、
「
請
害
」
と
も
前
掲
「
新
伊
勢
物
語
」
。

⑫
　
註
⑬
史
料
に
同
じ
。

⑳
　

「
駐
華
弁
務
官
エ
ベ
レ
ッ
ト
よ
り
国
務
長
官
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン

　
（
智
暑
切
切
β
。
訂
昌
き
）
宛
公
信
　
一
〇
。
蒔
◎
一
〇
．
帥
①
日
付
」
（
前
掲
ω
■
閃
×
．
U
o
ρ

　
蜜
㎝
Φ
、
℃
．
①
刈
）
。

⑭
　
　
「
駐
華
弁
務
官
エ
ベ
レ
ッ
ト
よ
り
国
務
長
官
ブ
キ
ャ
ナ
ン
宛
公
信
　
一
。
。
轟
メ
一
■

　
⊆
・
日
付
扁
（
同
前
、
℃
．
①
㊤
）
。

⑳
　
　
「
駐
華
書
記
官
パ
ー
カ
ー
（
℃
母
犀
臼
）
よ
り
国
務
長
官
ブ
キ
ャ
ナ
ン
宛
公
信

　
一
。
。
駆
。
。
』
』
O
日
付
」
（
同
前
、
ワ
刈
O
）
。

⑳
前
掲
欄
川
越
藩
相
州
警
衛
一
件
別
録
撫
四
、
六
月
一
五
日
、
九
月
二
七
日
の
条
。

ビッドル来航と海防問題（上松）

二
　
洋
式
軍
艦
導
入
問
題
と
海
防
方
針

　
こ
こ
で
は
、
海
防
政
策
に
か
か
わ
っ
た
海
防
四
面
・
浦
賀
奉
行
・
海
防
掛
老
中
の
阿
部
・
海
防
掛
の
島
島
そ
れ
ぞ
れ
の
内
海
警
衛
に
お
け
る

海
防
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軍
艦
導
入
を
め
ぐ
る
対
立
軸
と
海
防
方
針
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
最
初
に
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
九
月
に
海
防
四
家
の
協
議
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
簡
単
に
述
べ
よ
う
。
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
の

軍
事
的
脅
威
、
そ
し
て
、
開
戦
の
危
機
、
こ
れ
ら
ビ
ッ
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
言
う
べ
き
事
件
に
よ
り
、
幕
府
は
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
が
退
去
し
た
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

後
の
弘
化
三
年
六
月
九
日
、
老
中
の
阿
部
が
打
払
令
復
活
の
可
否
と
海
防
の
具
体
策
に
関
し
て
三
奉
行
等
へ
諮
問
を
行
い
、
そ
れ
を
皮
切
に
本

格
的
に
海
防
政
策
全
般
の
見
直
し
を
開
始
し
た
。
幕
府
は
、
八
月
二
〇
日
に
海
防
掛
目
付
の
松
平
近
詔
に
相
模
・
伊
豆
・
安
房
・
上
総
の
各
御
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②

備
場
の
見
分
を
命
じ
、
弘
化
四
年
二
月
一
五
日
、
そ
の
答
申
に
基
づ
き
従
来
の
川
越
・
忍
藩
に
加
え
て
、
会
津
藩
（
房
総
半
島
側
）
と
彦
根
藩

（
三
浦
半
島
側
）
に
江
戸
湾
海
防
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
前
後
、
～
柳
直
方
は
二
月
九
日
に
日
光
奉
行
へ
、
大
久
保
忠
豊
は
五
月
一
二
日
に
書

院
番
頭
へ
転
役
さ
れ
、
か
わ
っ
て
戸
田
氏
栄
が
日
光
奉
行
か
ら
、
浅
野
長
酢
が
先
手
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
浦
賀
奉
行
へ
就
任
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
四
月
一
四
日
、
幕
府
は
海
防
四
家
（
川
越
松
平
・
忍
松
平
・
会
津
松
平
・
彦
根
井
伊
家
）
に
対
し
て
警
衛
方
法
に
関
し
て
協
議
す
る
よ
う
命
じ
た
．

が
、
そ
の
協
議
は
九
月
一
四
日
に
な
っ
て
か
ら
漸
く
開
始
さ
れ
る
。
海
防
四
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
海
防
案
を
調
整
し
つ
つ
も
、
持
場
や
各
家
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
事
情
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
四
家
が
個
別
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
、
翌
月
の
一
　
日
に
浦
賀
奉
行
へ
提
出
さ
れ
た
。
問
題
の
異
国
船
が
窟

津
・
観
音
崎
間
を
越
え
て
内
海
に
侵
入
し
た
場
合
の
対
応
に
関
し
て
は
、
四
家
と
も
原
則
的
に
打
沈
め
は
行
わ
ず
、
幕
府
の
指
示
通
り
に
可
能

な
か
ぎ
り
穏
当
な
対
応
を
取
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
相
手
が
抵
抗
し
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
も
、
忍
藩
が
「
小
事
よ
り
大
害
を
引

出
」
す
と
し
て
「
打
挑
之
儀
は
深
く
心
得
可
有
之
事
」
と
し
、
川
越
藩
も
「
不
容
易
事
墨
付
其
節
二
臨
み
深
く
勘
辮
」
と
し
た
よ
う
に
、
打
沈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

め
に
関
し
て
は
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
答
申
に
対
し
て
老
中
の
阿
部
か
ら
十
月
二
七
日
、
浦
賀
奉
行
浅
野
に
対
し
て
皇
家
に
尋
問
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
指
示
が
あ
り
、
浅
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
そ
れ
に
応
じ
て
＝
月
に
一
五
力
条
に
わ
た
る
尋
問
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
翌
月
の
二
五
日
、
先
の
尋
問
書
を
六
力
条
に
ま
と
め
、
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

防
四
家
に
対
し
て
再
度
諮
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
浅
野
は
こ
れ
ら
一
連
の
諮
問
の
中
で
、
複
数
の
艦
隊
の
内
海
侵
入
と
そ
れ
に
と
も
な
う
海
上
封

鎖
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
海
戦
を
回
避
し
て
ど
の
よ
う
な
対
抗
手
段
が
あ
る
の
か
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
海
防
宮
家
の
答
申
は
、
四
家
～
致
の
内
容
で
先
の
浦
賀
奉
行
浅
野
の
六
力
条
の
尋
問
書
に
答
え
る
と
い
う
形
で
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

五
月
二
日
に
再
び
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
軍
艦
を
建
造
し
調
練
を
行
え
ば
対
抗
も
可
能
だ
が
、
現
実
的
に
は
軍
艦
の
自
力
建
造
は
不
可

能
で
、
焼
打
や
急
襲
等
の
策
も
あ
る
が
、
実
際
の
対
抗
手
段
は
確
定
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
四
聖
の
海
防
案
は
、
海
戦
は
国
辱
と
な

る
の
で
回
避
し
、
陸
上
に
防
禦
の
重
点
を
置
く
と
い
う
従
来
か
ら
の
主
張
通
り
で
あ
っ
た
。
浦
賀
奉
行
の
再
三
の
諮
問
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
忍

藩
で
は
先
の
海
防
の
答
申
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
複
数
の
艦
隊
の
来
襲
の
可
能
性
に
触
れ
な
が
ら
も
、
「
蟹
行
者
不
覚
之
基
、
海
岸
へ
引
付
必
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⑨

勝
之
計
策
」
を
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
海
防
四
家
の
陸
上
防
御
の
方
針
に
変
更
は
な
く
、
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
打
沈
め
に
関
し
て
も
極

め
て
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
浦
賀
奉
行
の
軍
艦
導
入
を
め
ぐ
る
動
き
と
、
そ
れ
に
対
す
る
海
防
掛
の
対
応
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
軍
艦
建
造
問
題
は
、
ス
ル
ー

プ
形
船
の
導
入
を
巡
っ
て
、
浦
賀
奉
行
が
戸
田
・
浅
野
へ
と
交
代
し
た
弘
化
四
年
の
中
頃
か
ら
本
格
的
に
動
き
だ
す
。
こ
の
年
の
九
月
に
阿
部

の
諮
問
を
受
け
た
浦
賀
奉
行
は
、
貫
目
以
上
の
大
砲
が
積
載
可
能
で
、
従
来
の
押
送
船
よ
り
は
乗
廻
し
が
自
在
で
あ
る
と
し
て
、
ス
ル
ー
プ
形

船
の
建
造
を
上
申
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
海
防
掛
は
、
嘉
永
元
年
九
月
に
、
西
洋
の
軍
艦
に
は
到
底
対
抗
で
き
な
い
こ
と
。
天
保
十
三
年
（
～

八
四
二
）
に
出
さ
れ
た
飯
鮨
禁
止
令
に
抵
触
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
異
国
船
と
誤
認
さ
れ
や
す
い
こ
と
。
異
国
船
取
扱
令
が
改
変
さ
れ
、
な
お

か
つ
陸
上
防
御
を
主
と
す
る
こ
と
が
決
定
済
み
で
あ
る
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
反
対
し
た
が
、
そ
の
年
の
一
〇
月
、
浦
賀
奉
行
は
再
度
同
様

の
建
造
を
願
い
出
た
う
え
で
、
海
防
四
家
に
も
建
造
さ
せ
た
い
旨
の
上
申
書
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
海
防
掛
は
、
翌
月
に
前
回
と
同
じ

理
由
か
ら
反
対
し
、
導
入
は
難
航
し
た
が
、
阿
部
は
再
三
に
わ
た
る
浦
賀
奉
行
か
ら
の
要
求
に
理
解
を
示
し
、
費
用
も
二
三
〇
両
余
り
と
軽
微

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
試
作
と
し
て
一
艘
建
造
し
、
実
用
性
を
試
す
こ
と
を
海
防
掛
に
提
案
す
る
と
と
も
に
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
二
月
に

浦
賀
奉
行
が
今
度
は
帆
柱
を
一
本
の
み
と
す
る
修
正
案
を
提
出
し
た
機
会
を
捉
え
て
、
同
月
に
ス
ル
ー
プ
形
船
の
建
造
を
許
可
し
た
の
で
あ
っ

⑪
た
。　

問
題
は
、
帆
柱
の
本
数
に
あ
っ
た
。
弘
化
四
年
九
月
に
浦
賀
奉
行
が
提
出
し
た
ス
ル
ー
プ
形
船
の
原
案
は
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

佐
賀
藩
が
建
造
し
た
洋
式
の
バ
ッ
テ
イ
ラ
船
の
雛
形
を
手
本
と
し
、
三
榴
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
寛
永
十
二
年
（
　
六
一
二
五
）
の
武
家
諸
法
度
で
出
さ
れ
た
「
五
〇
〇
石
叩
上
之
船
停
止
之
事
」
、
い
わ
ゆ
る
大
船
建
造
禁
止
令
に
ふ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
と
、
こ
の
法
令
は
安
達
裕
之
氏
に
よ
れ
ば
、
幕
末
に
は
次
の
よ
う
に
変
容
し
た
と
い
う
。
本
来
は
大
名
の
水
軍
力
を
抑
止
す
る
た
め
に
、
航

洋
船
を
除
く
五
百
石
積
以
上
の
軍
船
・
商
船
を
禁
止
す
る
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
だ
が
、
幕
末
に
は
鎖
国
維
持
の
た
め
に
「
大
船
」
、
な

か
で
も
航
洋
可
能
で
堅
固
な
洋
式
船
の
建
造
が
禁
止
さ
れ
、
帆
柱
も
一
橋
に
制
限
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
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こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
二
楕
以
上
の
帆
柱
は
、
禁
令
に
抵
触
す
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
永
二
年
二
月
八
日
に
浦
賀
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

行
の
浅
野
は
、
ス
ル
ー
プ
形
船
導
入
に
関
し
て
会
津
藩
士
野
村
監
物
に
「
二
本
帆
ハ
異
書
二
類
下
熱
紛
敷
相
成
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
二

本
楴
の
禁
止
は
、
禁
令
に
抵
触
す
る
と
い
う
理
由
ば
か
り
で
は
な
く
、
異
国
船
と
の
誤
認
を
避
け
る
た
め
の
重
要
な
措
置
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

事
実
、
ペ
リ
ー
来
航
後
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
九
月
に
大
船
建
造
が
解
禁
さ
れ
た
際
に
も
、
大
小
目
付
は
「
異
国
船
二
不
紛
た
め
、
船
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

等
碇
と
相
分
り
候
様
」
条
件
を
出
し
て
許
可
し
た
よ
う
に
、
誤
認
騒
ぎ
の
た
び
に
海
岸
警
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
主
層
の
疲
弊
を
避
け

る
た
め
に
も
、
異
国
船
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
最
後
ま
で
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
完
成
し
た
ス
ル
ー
プ
形
船
は
、
同
年
の
一
二
月
に
蒼
隼
丸
と
名
付
け
ら
れ
、
結
果
的
に
は
船
首
に
弥
帆
柱
を
付
け
加
え
た
た
め
に
帆
柱
と
の

二
橋
の
船
と
し
て
建
造
さ
れ
た
が
、
翌
年
五
月
目
海
防
掛
に
よ
る
試
乗
の
際
の
答
申
書
で
、
彼
ら
は
在
来
の
弁
才
弓
造
の
廻
船
に
も
弥
帆
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
と
同
様
の
大
き
さ
に
弥
帆
を
縮
小
す
れ
ば
二
樒
で
も
構
わ
な
い
旨
を
答
申
し
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
廻
船
で
は
帆
桁
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

上
部
の
み
に
用
い
、
ま
た
弥
帆
の
面
積
も
本
帆
と
比
較
す
れ
ば
極
め
て
小
さ
い
こ
と
か
ら
、
異
国
船
と
誤
認
さ
れ
る
よ
う
な
ス
ル
ー
プ
形
船
の

「
下
巾
廣
く
下
二
も
帆
桁
を
用
、
異
様
二
も
相
見
」
る
弥
帆
の
造
り
を
変
え
れ
ば
よ
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
海
防
掛
は
、
二
橿
の
洋
式

船
で
も
異
国
船
と
誤
認
さ
れ
な
け
れ
ば
構
わ
な
い
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ス
ル
ー
プ
形
が
許
可
さ
れ
た
年
の
嘉
永
二
年
六
月
、
浦
賀
奉
行
は
従
来
か
ら
配
備
さ
れ
て
い
た
下
田
丸
が
老
朽
化
し
た
の
を
機
に
本
格
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

「
大
竹
」
建
造
の
計
画
案
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は
下
田
丸
の
部
材
を
利
用
し
、
「
廻
船
工
大
輪
行
挺
据
」
で
長
さ
一
五
間
、
幅
五
二
、
深
さ
二

間
五
尺
五
寸
の
凡
そ
一
四
〇
〇
石
積
ク
ラ
ス
の
マ
ツ
ラ
造
、
す
な
わ
ち
肋
材
を
用
い
た
洋
式
構
造
の
軍
船
を
建
造
す
る
計
画
で
あ
る
（
建
造
費

用
の
見
積
り
は
七
三
五
〇
両
）
。
浦
賀
奉
行
の
浅
野
が
前
月
に
構
想
し
た
海
防
案
で
は
、
「
軍
艦
、
西
洋
に
て
プ
レ
カ
ッ
ト
と
三
悪
船
に
て
御
座
候
、

三
二
御
新
調
可
相
成
」
計
画
で
、
こ
れ
を
場
合
に
よ
っ
て
は
費
用
を
省
く
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
へ
発
注
し
、
一
五
は
浦
賀
奉
行
持
ち
と
し
、
残
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
二
艘
は
海
防
四
五
へ
配
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
大
壷
」
は
ス
ル
1
プ
形
よ
り
大
型
の
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
を
想
定

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
年
の
一
二
月
に
は
さ
ら
に
「
格
別
大
舟
に
無
御
座
、
大
筒
二
十
通
塞
据
付
候
軍
艦
」
を
上
申
し
て
い
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⑳た
。
す
で
に
ス
ル
ー
プ
形
が
建
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
浦
賀
奉
行
の
浅
野
は
、
こ
の
「
大
聖
」
を
中
心
と
し
た
言
わ
ば
艦

隊
構
想
と
も
言
う
べ
き
計
画
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
以
上
の
軍
艦
建
造
案
に
対
し
て
勘
定
方
海
防
掛
は
翌
年
三
月
、
祖
語
に
抵
触
す
る
こ
と
（
「
箭
々
よ
り
之
御
定
」
1
1
大
船
建
造
禁
止
令
、
「
近
年
被

導
出
意
趣
」
1
1
天
保
一
三
年
の
三
橋
禁
止
令
）
、
海
戦
で
は
西
洋
の
軍
艦
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
永
続
的
な
海
防
案
と
は
な
ら
な
い

こ
と
を
理
由
に
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
先
の
ス
ル
！
プ
形
船
の
答
申
と
合
わ
せ
て
、
海
防
掛
の
意
見
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
軍
艦
導
入
に
対
す
る
彼
ら
の

反
対
理
由
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
「
大
船
」
1
1
洋
式
の
軍
船
と
認
識
さ
れ
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
、
祖
法
と
の
関
連
が
問
題
と

さ
れ
る
。
第
二
に
、
領
主
層
の
疲
弊
と
純
粋
な
海
防
の
観
点
か
ら
、
異
国
船
と
の
誤
認
を
避
け
る
た
め
の
処
置
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
異
国
船
と
の
差
異
が
明
確
で
あ
り
、
費
用
も
軽
微
で
あ
れ
ば
二
樒
の
船
で
も
許
可
し
た
こ
と
は
、
先
の
ス
ル
ー
プ
形
船
で
み

た
通
り
で
あ
る
。
第
三
に
、
す
で
に
陸
上
防
御
の
海
防
方
針
が
決
定
済
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
は
財
政
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。

浦
賀
奉
行
が
計
画
し
て
い
た
先
の
下
田
丸
を
改
造
し
た
本
格
的
な
洋
式
軍
艦
に
は
、
建
造
を
認
め
た
ス
ル
ー
プ
型
船
の
三
〇
倍
余
り
の
費
用
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
か
り
、
財
政
難
に
よ
る
「
国
家
之
衰
弊
ハ
内
傷
」
と
認
識
す
る
海
防
掛
は
、
永
続
的
な
海
防
政
策
と
い
う
観
点
と
あ
わ
せ
て
却
下
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
老
中
の
阿
部
が
洋
式
軍
艦
の
導
入
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
み
る
。
彼
は
当
初
軍
艦
導
入
に
熱
意

を
示
し
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
後
の
弘
化
三
年
七
月
、
前
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
に
対
し
て
、
海
上
封
鎖
を
阻
止
す
る
た
め
に
軍
艦
を
建
造
し
て
浦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

賀
、
長
崎
な
ど
へ
配
備
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た
が
、
九
月
二
三
日
に
は
そ
の
実
現
の
可
能
性
に
つ
い
て
斉
昭
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
船
製
警
備
無
二
之
義
、
今
以
鰯
達
二
も
不
相
成
、
日
夜
御
心
飛
躍
愚
説
欝
乎
同
意
二
御
座
早
態
共
、
兼
々
御
講
知
之
通
大
事
之
一
策
二
而
、
勿
論
執
法
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
向
々
議
論
も
有
之
、
連
も
急
々
鯛
達
之
運
ひ
に
は
差
樽
成
と
奉
存
候
、
左
様
御
含
置
可
塑
下
候

　
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
阿
部
は
、
早
急
な
軍
艦
導
入
は
困
難
で
あ
る
と
の
見
通
し
を
二
ヶ
月
後
に
は
早
く
も
示
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
弘
化
四
年
三
月
、
会
津
藩
主
松
平
世
事
と
内
海
の
海
防
に
つ
い
て
会
談
し
た
阿
部
は
、
「
此
方
評
議
も
連
も
海
上
戦
戦
者
無
覚
束

⑳事
」
と
海
戦
を
回
避
す
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
年
一
二
月
五
日
に
川
越
藩
主
の
松
平
斉
典
か
ら
「
於
相
州
船
戦
聾
心
」
を
尋
ね
ら
れ
た
阿
部
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
異
船
渡
虚
器
ハ
・
、
打
立
打
彿
致
し
追
携
候
得
堅
磐
、
追
打
等
悩
乱
ス
ニ
不
及
、
城
船
与
も
申
船
、
小
船
を
以
追
打
致
講
義
、
其
詮
無
悪
事
野
付
御
内
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
（
打
沈
め
慎
重
論
）
右
之
通
二
而
宜
、
乍
去
是
者
極
内
々
二
有
之

　
阿
部
は
打
払
令
復
活
を
最
善
の
策
と
す
る
一
方
で
、
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
と
の
経
験
か
ら
海
戦
の
可
能
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
一
〇
月
に
浦
賀

奉
行
に
提
出
さ
れ
た
先
の
川
越
藩
の
打
沈
め
慎
重
論
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
嘉
永
元
年
七
月
に
、
浦
賀
奉
行
の
浅
野
は
、
水
戸
藩
士
ら
に
対
し
て
阿
部
の
軍
艦
導
入
の
意
思
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
世
間
に
て
は
、
バ
ッ
テ
イ
ラ
御
製
造
相
成
候
杯
、
實
之
様
に
沙
汰
並
並
湿
糠
、
更
に
跡
形
も
な
き
よ
し
、
尤
伊
勢
殿
（
阿
部
正
弘
）
御
製
造
之
思
召
は
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
之
座
敷
、
中
務
少
輔
（
浅
野
長
講
）
よ
り
追
々
懇
並
判
、
入
御
内
聰
候
事
は
有
之
よ
し
、
騒
々
愈
御
製
造
に
相
成
欺
否
は
、
何
共
安
心
不
仕

　
浦
賀
奉
行
の
見
る
と
こ
ろ
、
幕
府
に
は
現
在
、
洋
式
軍
艦
建
造
の
計
画
が
全
く
な
い
こ
と
、
ま
た
阿
部
の
軍
艦
導
入
の
意
思
も
定
か
で
は
な

く
、
将
来
の
導
入
見
込
は
全
く
不
透
明
な
状
況
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
嘉
永
二
年
六
月
、
洋
式
軍
艦
建
造
の
諮
問
の
噂
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
会
津
藩
主
松
平
容
敬
に
対
し
て
阿
部
は
、
そ
れ
は
浦

賀
奉
行
か
ら
こ
の
月
に
提
出
さ
れ
た
先
の
下
田
丸
を
改
造
し
た
「
大
腿
」
建
造
の
計
画
書
と
の
誤
認
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

艦
製
作
な
ど
別
段
尋
い
た
し
心
事
に
ハ
無
之
」
と
洋
式
軍
艦
導
入
に
向
け
て
の
諮
問
の
噂
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
阿
部
の
発
言
を
追
っ
て
み
る
と
、
彼
が
洋
式
軍
艦
導
入
に
直
接
触
れ
た
の
は
、
斉
昭
に
対
す
る
先
の
発
言
以
外
見
当
た
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
言
動
も
ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
後
と
は
大
き
く
翻
り
、
海
上
防
御
に
対
し
て
は
否
定
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
は
、

阿
部
が
洋
式
軍
艦
導
入
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
た
と
す
る
根
拠
を
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
後
の
先
の
斉
昭
に
対
す
る
器
動
と
、
ス
ル
ー
プ
形
船

の
導
入
を
許
可
し
た
こ
と
の
二
点
に
求
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
先
の
阿
部
の
言
動
か
ら
見
る
限
り
、
彼
が
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
積
極
的
に
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ビッドル来航と海防問題（上松）

推
進
し
て
い
た
と
す
る
根
拠
は
極
め
て
薄
弱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ス
ル
ー
プ
形
船
の
導
入
に
関
し
て
も
、
永
続
的
な
海
防
政
策
と

財
政
と
の
兼
ね
合
い
と
い
っ
た
側
面
が
強
か
っ
た
。
浦
賀
奉
行
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
公
事
方
勘
定
奉
行
の
池
田
頼
方
が
、
「
永
久
為
銀
二
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

成
候
得
者
、
諸
家
雑
費
二
國
力
衰
耗
可
致
、
防
禦
之
備
手
空
ク
國
力
衰
耗
二
三
候
而
者
、
御
全
策
二
者
有
之
間
敷
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
当
時

は
恒
久
的
な
海
防
費
用
の
財
政
負
担
増
が
、
結
局
国
力
の
衰
退
に
つ
な
が
る
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た
。
従
来
の
先
行
研
究
で
も
、
勘
定
方
の
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

縮
財
政
が
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
阻
止
し
た
主
な
理
由
の
一
つ
と
見
な
し
て
き
た
。
事
実
、
勘
定
方
の
緊
縮
財
政
が
海
防
強
化
の
障
害
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
と
の
批
判
は
当
時
か
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
初
に
海
防
費
用
に
財
政
の
枠
を
は
め
た
の
は
勘
定
方
で
は
な
く
、
阿
部
本
入
で
あ
っ
た
。

ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
後
の
弘
化
三
年
六
月
に
打
払
令
復
活
を
諮
問
し
た
際
に
、
「
出
費
も
多
く
永
績
不
立
様
二
而
者
詮
も
無
品
難
問
、
是
な
ど
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

腱
厚
勘
考
い
た
し
上
申
上
」
と
財
政
の
負
担
に
な
ら
な
い
範
囲
で
の
永
続
的
な
海
防
策
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
阿
部
は
、

海
防
に
対
す
る
自
ら
の
基
本
方
針
に
そ
っ
て
実
用
的
で
費
用
が
軽
微
の
押
送
船
と
ス
ル
ー
プ
形
船
は
認
め
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
が

洋
式
軍
艦
の
導
入
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
阿
部
の
言
動
と
海
防
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
考
え
た
場
合
、
十
分
に
理
解
を
得
ら
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
附
部
は
、
海
防
掛
、
海
防
四
家
の
意
見
を
受
け
入
れ
る
形
で
、
陸
上
防
御
へ
と
方
針
を
転
換
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

費
用
が
軽
微
で
小
型
の
ス
ル
ー
プ
形
船
の
建
造
と
配
備
は
認
め
た
も
の
の
、
当
時
本
格
的
に
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
海
防
政
策
と
し
て
打
ち
出
す

考
え
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
ま
た
、
当
時
は
海
戦
と
い
う
発
想
は
一
般
的
で
は
な
く
、
軍
艦
の
実
用
性
に
対
し
て
も
海
防
掛
の
み
な
ら
ず
兵
学
者
等
か
ら
も
疑
問
が
持
た

　
　
　
⑮

れ
て
い
た
。
当
時
は
ま
だ
軍
艦
の
実
用
性
に
対
す
る
認
識
と
評
価
は
意
外
に
低
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
論
点
か
ら
、
海
防
政
策
に
あ
た
っ
た
忍
者
の
意
見
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ω
ビ
ッ
ド
ル
艦
隊
と
の
対
応
の
教

訓
か
ら
、
老
中
の
阿
部
・
海
防
四
家
・
海
防
掛
は
、
陸
上
防
御
の
方
針
で
一
致
し
、
海
戦
を
前
提
と
し
た
本
格
的
な
洋
式
軍
艦
の
導
入
に
よ
る

海
防
方
針
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
②
そ
の
主
な
理
由
は
、
不
利
な
海
戦
の
圓
避
と
軍
艦
の
実
用
性
に
対
す
る
疑
問
、
祖
法
の
遵
守
、
異
国
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
の
誤
認
問
題
、
永
続
的
な
海
防
政
策
と
財
政
と
の
兼
ね
合
い
と
い
っ
た
観
点
に
あ
っ
た
。
㈹
た
だ
し
、
費
用
が
比
較
的
軽
微
で
あ
り
、
異
国
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船
と
誤
認
さ
れ
な
い
よ
う
な
実
用
性
の
あ
る
小
型
の
軍
艦
で
あ
れ
ば
、
阿
部
・
海
防
掛
と
も
に
認
め
る
方
針
で
あ
っ
た
。
㈲
こ
れ
に
対
し
て
浦

賀
奉
行
は
、
海
上
封
鎖
等
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
積
極
的
に
推
進
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
浦
賀
奉
行
の
洋
式
軍
艦
導
入
に
よ
る
海
上
防
御
の
方
針
は
、
幕
府
内
部
で
広
範
囲
な
合
意
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
幕
府
の
海
防
方
針
が
陸
上
防
御
へ
と
最
終
的
に
決
着
を
み
る
の
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
八
月
に
提
出
さ
れ
た
御
備
場
見
分
の

際
の
復
命
書
に
お
い
て
明
確
に
陸
上
防
御
の
方
針
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
、
そ
れ
が
ほ
ぼ
完
全
に
実
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

で
は
次
に
そ
の
事
実
を
確
認
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
幕
府
は
弘
化
三
年
九
月
に
続
い
て
、
嘉
永
三
年
五
月
か
ら
よ
り
大
規
模
な
御
亭
場
見
分
を
実
施
す
る
。
そ
の
際
に
阿
部
は
、
効
率
的
な
大
砲

の
配
備
な
ど
を
調
査
す
る
こ
と
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
事
前
に
予
算
枠
を
設
け
ず
に
見
分
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
そ
の
見
分
は
五
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

四
日
か
ら
七
月
六
日
に
至
る
間
、
房
総
、
三
浦
、
伊
豆
の
各
半
島
を
巡
見
し
、
八
月
九
日
に
復
命
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
大
森

村
か
ら
鈴
木
新
田
ま
で
の
大
筒
町
打
場
建
設
は
許
可
し
、
内
海
防
衛
の
拠
点
と
す
べ
き
こ
と
。
鳥
ケ
崎
・
亀
ケ
崎
に
新
規
台
場
を
建
設
し
、
観

音
崎
台
場
を
鳶
ノ
巣
へ
移
転
す
る
こ
と
。
千
代
崎
台
場
は
従
来
通
り
浦
賀
奉
行
持
ち
と
し
、
貫
目
以
上
の
大
砲
を
一
五
挺
増
設
す
る
こ
と
。
下

田
湊
の
警
備
は
韮
山
代
官
江
川
英
竜
に
委
任
し
、
沼
津
・
掛
川
藩
が
下
田
伊
豆
海
岸
御
固
め
を
担
当
す
る
こ
と
。
ス
ル
ー
プ
形
蒼
隼
丸
は
、

船
手
・
鉄
砲
方
等
の
専
門
家
の
評
価
に
よ
っ
て
は
薪
た
に
建
造
許
可
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
復
命
書
で
は
、
従
来
か
ら
認

め
ら
れ
て
い
た
ス
ル
ー
プ
形
船
に
奮
及
さ
れ
た
以
外
は
、
明
確
に
陸
上
防
御
の
方
針
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
復
命
書
が
答
申
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

後
、
大
森
大
筒
町
打
網
は
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
月
二
八
日
、
非
常
時
の
際
の
台
場
兼
用
と
し
て
建
設
が
決
定
さ
れ
、
同
四
年
三
月
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

日
に
は
下
田
警
衛
は
代
官
の
江
川
へ
引
き
渡
さ
れ
た
。
ま
た
異
国
船
来
航
時
に
は
、
小
田
原
・
沼
津
・
掛
川
各
藩
が
出
兵
す
る
こ
と
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

同
五
年
（
一
八
五
二
）
四
月
一
九
日
に
は
、
鳥
ケ
崎
・
亀
ケ
崎
・
鳶
ノ
巣
（
観
音
崎
）
に
台
場
が
完
成
し
、
川
越
藩
へ
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
。
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ら
に
ス
ル
ー
プ
形
船
も
、
前
年
の
七
月
に
蒼
二
百
が
焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、
同
四
年
置
月
一
〇
日
に
新
た
に
建
造
（
馳
駅
丸
）
が
許
可
さ
れ
て

　
⑭

い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
嘉
永
三
年
八
月
半
復
命
書
は
、
千
代
崎
台
場
が
井
伊
家
へ
引
き
渡
さ
れ
た
以
外
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
実
施
に
移
さ
れ
、
幕

府
の
陸
上
防
御
の
方
針
は
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
内
海
に
お
け
る
貫
目
以
上
の
大
砲
は
、
弘
化
三
年
の
ビ
ッ
ド
ル
来
航
時
の
四
〇
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

か
ら
、
ペ
リ
ー
来
航
前
に
は
、
そ
の
二
・
五
倍
に
あ
た
る
九
九
門
へ
と
飛
躍
的
に
増
加
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
軍
艦
導
入
を
め
ぐ
る
対
立
軸
は
、
浦
賀
奉
行
と
そ
れ
以
外
の
三
者
と
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と

し
て
く
る
。
さ
ら
に
両
名
の
奉
行
（
戸
田
氏
栄
・
浅
野
長
瀞
）
の
う
ち
、
幕
府
の
陸
上
防
御
の
方
針
と
決
定
的
に
対
立
し
て
い
た
の
は
浅
野
の
方

で
あ
り
、
浅
野
転
役
（
嘉
永
五
年
閏
五
月
）
後
、
戸
田
は
勘
定
方
の
意
向
に
そ
っ
た
形
で
、
よ
り
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
方
向
に
海
防
政
策
を
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

進
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
浅
野
と
親
交
の
あ
っ
た
前
新
発
田
藩
主
溝
口
墨
壷
は
そ
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
船
も
浅
埜
中
務
少
輔
申
立
に
て
、
轟
き
一
結
出
来
、
是
も
焼
失
以
後
代
り
ハ
未
出
来
也
、
浦
賀
奉
行
を
浅
平
氏
重
役
以
来
、
同
所
之
御
備
向
甚
御
手
薄
と

　
　
な
り
、
同
役
戸
田
伊
豆
守
力
申
立
御
勘
定
奉
行
と
同
意
に
出
て
、
其
身
ひ
が
通
り
て
浦
賀
奉
行
所
持
之
鰐
渕
井
伊
家
に
被
仰
付
候
也
、
其
功
に
よ
り
戸
田

　
　
氏
は
御
勘
定
奉
行
次
席
と
な
り
、
浦
賀
在
勤
中
年
・
二
百
金
被
下
候
事
二
相
成
、
其
功
と
云
は
公
儀
物
入
少
キ
様
に
改
革
せ
し
を
以
て
也
、
是
皆
御
勘
定

　
　
向
よ
り
之
申
立
通
り
よ
く
し
て
然
る
故
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
お
そ
ら
く
戸
田
の
こ
の
よ
う
な
行
動
の
背
景
に
は
、
嘉
永
二
年
一
〇
月
に
海
防
掛
の
大
小
目
付
か
ら
名
指
し
で
批
判
さ
れ
た
こ
と
が
影
響
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
浅
野
転
役
の
理
由
を
そ
の
戸
田
は
、
同
役
の
井
戸
弘
道
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
海
防
政
策
に
関
し
て
）
拙
意
を
申
述
候
ハ
、
何
事
も
算
盤
机
上
の
海
防
策
下
行
候
故
、
と
か
く
被
潰
候
間
、
是
に
て
七
ケ
年
中
最
初
よ
り
結
局
之
意

　
　
　
ハ
打
出
し
不
申
、
漸
々
二
仕
度
心
、
（
軍
艦
の
導
入
を
）
浅
申
書
（
浅
野
）
も
血
気
強
、
築
州
（
水
野
忠
徳
）
も
微
細
に
論
を
尽
さ
れ
候
故
、
事
毎
二
大

　
　
加
・
り
二
相
成
、
遂
に
出
来
ぬ
相
談
と
打
潰
さ
れ
、
（
中
略
）
上
に
明
莫
の
御
決
断
な
く
、
因
婚
筍
且
之
時
勢
、
遮
而
正
論
を
吐
候
二
世
に
撲
斥
せ
ら
れ

　
　
却
而
御
為
二
不
相
成
（
後
略
）
。

　
浅
野
の
後
任
の
水
野
忠
徳
が
ど
の
よ
う
な
海
防
案
を
計
画
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
浅
野
は
先
に
み
た
よ
う
に
艦
隊
構
…
想
と
雷
う

べ
き
計
画
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
海
防
案
が
大
規
模
に
な
り
、
幕
府
の
陸
上
防
御
の
海
防
方
針
と
懸
隔
し
た
こ
と
が
転
役
の
直
接
の
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理
由
で
あ
っ
た
。

①
門
御
口
達
扁
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
『
御
備
州
御
用
留
』
二
）
。

②
前
掲
門
御
目
付
松
平
式
部
少
輔
殿
御
窯
場
向
御
見
分
一
件
帳
」
（
欄
浦
賀
奉
行
史

　
料
集
輪
第
一
集
）
。

③
箭
掲
噸
大
日
本
維
新
史
料
』
第
一
編
之
五
、
四
月
一
六
日
の
条
、
八
七
～
八
八

　
頁
。

④
『
松
平
容
敬
手
拍
…
一
房
総
御
楽
場
御
用
～
件
1
』
二
（
写
本
、
東
京
大
学

　
史
料
編
纂
所
蔵
）
。
以
下
、
『
手
掬
網
と
略
記
。

⑤
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
噸
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』

　
（
丸
善
　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
）
フ
ィ
ル
ム
累
。
、
内
O
－
0
5
、
弘
化
四
年
一

　
〇
月
一
一
日
の
条
。
以
下
、
明
稿
本
駈
閑
○
－
O
一
ゆ
の
よ
う
に
略
記
。

⑥
「
御
固
大
名
江
御
問
目
之
下
案
」
（
前
掲
『
御
備
場
御
用
留
臨
画
）
。

⑦
爺
掲
凹
稿
本
』
囚
O
－
O
ミ
、
弘
化
四
年
一
二
月
二
五
日
の
条
。

⑧
同
前
姻
〉
占
O
ω
、
嘉
永
元
年
五
月
二
日
の
条
。

⑨
　
註
⑥
に
同
じ
。

⑩
以
上
の
経
過
は
、
「
ス
ル
ー
ブ
船
評
儀
」
（
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池
田
家
文
庫

　
蔵
『
箋
策
雑
収
㎞
）
。
な
お
ス
ル
ー
プ
と
は
、
本
来
一
八
門
程
度
の
砲
を
持
つ
軍
艦

　
を
さ
し
、
ま
た
フ
リ
ゲ
ー
ト
は
二
〇
門
以
上
の
砲
を
持
つ
一
層
砲
甲
板
の
軍
艦
を

　
さ
す
用
語
（
前
掲
『
シ
！
パ
ワ
ー
の
世
界
史
　
1
』
、
八
○
～
八
四
頁
）
で
あ
る

　
が
、
こ
の
時
点
で
日
本
側
で
は
、
こ
れ
ら
の
用
語
を
厳
密
に
適
用
し
理
解
し
て
い

　
た
わ
け
で
は
な
く
、
洋
式
構
造
の
軍
艦
を
指
す
用
語
と
し
て
～
般
的
に
使
用
し
て

　
い
た
と
思
わ
れ
る
。
バ
ッ
テ
イ
ラ
も
同
様
で
あ
る
。

⑪
「
ス
ル
ー
フ
形
御
船
総
圖
面
等
差
上
候
儀
二
付
申
上
候
書
付
扁
、
門
覚
」
（
前
掲

　
『
御
町
下
場
御
用
留
守
六
）
。

⑫
安
達
前
掲
書
、
二
三
〇
～
二
四
〇
頁
。

＠o＠
同
前
書
、
第
～
章
「
鎖
国
と
造
船
制
限
令
」
。

前
掲
『
手
知
㎞
三
、
嘉
永
二
年
二
月
入
日
の
条
。

東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
編
隅
大
日
本
古
文
書

（
東
京
帝
国
大
学
　
一
九
一
〇
年
）
六
八
口
写
。

前
掲
囲
通
航
一
覧
続
輯
」
第
五
巻
、
一
八
一
頁
。

幕
末
外
国
関
係
文
書
』
二

⑯⑰
　
　
「
浦
賀
表
御
備
船
止
隼
宙
乗
試
等
見
分
藩
候
趣
申
上
候
書
付
扁
（
国
立
公
文
書

　
館
内
閣
文
庵
蔵
噸
近
海
御
爺
向
見
分
御
用
留
』
三
）
。

⑱
石
井
謙
治
『
和
船
王
』
（
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
五
年
）
「
付
録
用
語
解

　
説
」
。

⑲
「
下
田
丸
御
造
替
御
船
御
新
調
之
儀
申
上
蓋
御
内
慮
伺
」
（
前
掲
『
御
備
場
御

　
贋
瑚
田
暇
六
）
。

⑳
「
浦
賀
表
御
仕
向
之
義
二
付
見
込
申
上
候
書
付
」
（
浅
野
長
酢
欄
海
防
策
再
稿
隔

　
所
収
、
国
立
国
会
図
書
館
古
典
籍
資
料
室
蔵
）
。
五
月
一
九
日
の
日
付
が
あ
り
、

　
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑳
「
浦
賀
奉
行
見
込
申
上
帯
書
付
」
（
勝
海
舟
『
陸
軍
歴
史
㎞
上
、
原
論
房
一

　
九
六
七
年
）
四
〇
六
～
四
一
〇
百
｛
。

⑫
　
「
浦
賀
表
御
固
之
向
御
手
当
国
の
儀
野
付
再
慮
評
議
仕
候
趣
申
上
候
書
付
」

　
（
前
掲
『
御
忍
場
御
用
留
隔
二
）
。

⑬
　
前
掲
『
薪
伊
勢
物
語
隔
五
九
頁
。

⑳
前
同
九
一
頁
。

⑮
　
前
掲
鯛
手
拍
』
　
一
、
弘
化
四
年
三
月
二
〇
日
の
条
。

⑳
　
　
「
川
越
藩
記
録
」
（
註
⑦
に
同
じ
）
。

⑳
　
日
本
史
籍
協
会
編
開
遠
近
橋
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
六
年
覆
刻
）
四

　
四
九
頁
。
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ビッドル来航と海防問題（上松）

⑱
　
前
掲
門
霊
知
臨
五
、
嘉
永
二
年
六
月
一
八
日
の
条
。

⑳
　
「
異
国
船
渡
来
之
儀
二
付
御
尋
翠
黛
申
上
候
書
付
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

　
州
播
磨
新
宮
　
池
田
家
記
録
』
）
。
こ
れ
は
嘉
永
二
年
五
月
の
日
付
が
あ
り
、
同
時

　
期
の
阿
部
の
海
防
諮
問
に
対
す
る
答
申
の
下
書
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
三
谷
前
掲
論
文
。

⑳
　
　
「
当
所
（
浦
賀
）
磁
路
手
薄
も
、
全
品
（
勘
定
方
）
之
御
入
正
韻
出
面
故
、
侮

　
事
茂
夫
也
二
相
成
居
申
候
」
（
河
内
八
郎
編
隅
徳
川
斉
昭
・
伊
達
宗
城
往
復
書
翰

　
集
』
〈
校
倉
醤
房
　
　
九
九
三
年
〉
七
〇
号
、
当
時
、
浦
賀
へ
砲
術
教
授
役
と
し

　
て
赴
任
し
て
い
た
幕
下
の
下
曽
根
金
三
郎
よ
り
徳
川
斉
昭
宛
書
翰
、
嘉
永
二
年
一

　
一
月
二
日
付
）
。
な
お
、
差
出
人
が
下
曽
根
で
あ
る
こ
と
は
、
三
谷
前
掲
書
の
一

　
二
九
頁
、
註
（
m
）
参
照
。

⑫
註
①
に
同
じ
。

⑳
　
阿
部
は
、
松
平
容
止
に
ス
ル
ー
プ
形
船
が
実
用
的
で
あ
れ
ば
、
海
防
四
家
へ
も

　
配
備
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
前
掲
『
手
細
暁
五
、
嘉
永
二
年
四

　
月
一
八
日
の
条
）
。

⑭
幕
末
に
流
行
し
た
孫
子
の
兵
学
に
は
、
海
載
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
と
い
う

　
（
野
口
武
『
江
戸
の
兵
学
思
想
』
〈
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
、
中
公
文
庫

　
版
〉
二
八
八
～
二
九
四
頁
）
。

⑳
幕
末
の
著
名
な
兵
学
者
山
鹿
零
露
は
、
日
本
は
古
来
よ
り
海
戦
の
戦
術
に
劣
る

　
こ
と
。
軍
艦
は
大
洋
で
そ
の
効
果
を
発
揮
し
、
逆
に
沿
岸
部
で
は
実
用
性
に
劣
る

　
こ
と
。
軍
艦
を
建
造
し
て
も
優
位
な
敵
の
大
砲
の
目
標
物
に
な
る
こ
と
等
を
理
由

　
と
し
て
、
海
戦
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
、
櫓
が
二
〇
挺
以
下
の
小
船
で
戦
う
べ
し

　
と
し
た
（
「
海
備
全
策
」
住
田
正
一
編
㎎
日
本
海
防
史
料
叢
書
』
第
一
巻
〈
海
防

　
史
魁
竹
刊
行
ム
筑
　
　
｝
九
＝
蟹
一
年
〉
　
一
　
五
九
～
二
⊥
ハ
入
頁
）
Q

⑯
　
安
達
氏
は
、
海
防
掛
の
洋
式
軍
艦
を
「
異
様
之
船
」
と
し
て
と
ら
え
る
華
夷
思

　
想
に
、
洋
式
軍
艦
の
導
入
が
阻
止
さ
れ
た
大
き
な
要
因
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

　
い
る
（
安
達
前
掲
轡
二
五
六
～
二
五
九
頁
）
が
、
海
防
掛
が
洋
式
の
外
観
を
嫌
っ

　
た
理
由
は
、
背
策
に
華
夷
思
想
が
存
在
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
異
国
船
と
の
誤
認

　
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
海
防
掛
が
異
国
船
と
誤

　
認
さ
れ
な
い
よ
う
に
帆
の
造
り
を
変
え
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
ス
ル
ー
プ
形
船

　
の
導
入
を
認
め
た
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

⑳
　
弘
化
三
年
時
の
随
員
は
四
四
名
だ
が
、
こ
の
時
の
随
員
は
三
四
九
名
に
の
ぼ
る

　
（
前
掲
丹
治
論
文
「
嘉
永
期
に
お
け
る
江
戸
湾
防
備
問
題
と
異
国
船
対
策
」
第
二

　
表
参
照
）
。

璽
前
掲
門
通
航
一
覧
続
輯
』
第
五
巻
、
三
　
九
～
三
二
〇
頁
。

⑳
　
　
「
近
海
御
客
向
拝
浦
賀
表
御
丁
場
共
見
分
膏
石
趣
申
上
姓
目
付
」
（
前
掲
『
近

　
海
御
備
向
見
分
御
用
留
』
三
）
、
並
び
に
註
⑰
史
料
。

⑳
　
　
「
鍋
」
（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
槻
大
森
町
打
場
御
用
留
臨
、
た
だ
し
こ
れ

　
は
、
『
近
海
御
備
向
見
分
御
用
留
』
五
に
相
当
）
。

⑪
　
　
「
向
々
江
相
論
候
書
付
」
（
同
前
）
。

⑫
前
掲
糊
稿
本
』
囚
〉
さ
G
。
卜
⊃
、
嘉
永
五
年
四
月
一
九
目
の
条
。

⑬
　
　
「
勘
定
奉
行
衆
　
浅
野
中
務
少
輔
」
（
『
近
海
御
備
向
見
分
御
用
留
』
二
）
。

⑭
前
掲
『
通
航
一
覧
続
輯
隔
第
五
巻
、
一
八
一
～
～
八
二
頁
。

⑮
　
前
掲
『
幕
末
海
防
史
の
研
究
臨
＝
二
、
＝
一
三
頁
。

⑯
溝
口
直
諒
「
籍
憂
秘
記
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
咽
越
後
薪
獲
田
溝
口
家

　
蔵
書
㎞
）
。

⑰
彼
等
は
ス
ル
ー
プ
形
船
の
導
入
に
対
し
て
、
「
伊
豆
守
（
戸
田
氏
栄
）
儀
蛮
夷

　
之
事
、
事
実
逐
一
論
究
考
察
仕
罷
在
前
事
共
不
被
存
、
全
西
洋
者
流
紙
上
論
談
之

　
趣
ヲ
尤
と
存
、
追
・
申
藩
候
哉
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
（
「
於
浦
賀
表
先
般
御

　
新
調
膚
之
候
船
之
儀
二
付
了
簡
之
趣
申
上
候
書
付
」
、
前
掲
『
箋
剣
難
収
』
所
収
）
。

　
な
お
先
の
「
ス
ル
ー
プ
船
評
儀
」
と
と
も
に
差
出
人
が
、
海
防
掛
大
小
目
付
で
あ

　
る
こ
と
は
、
安
達
前
掲
書
、
第
三
章
註
（
6
8
）
参
照
。
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⑱
　
　
「
浦
…
賀
奉
行
戸
田
氏
撮
木
よ
り
同
役
一
升
～
P
弘
道
宛
書
紳
間
」
嘉
・
永
六
年
五
月
二
　
管
口

お
　
わ
　
り
　
に

付
。
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
南
浦
書
信
』
乾
、
写
本
）
。
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本
稿
で
は
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
再
検
討
と
洋
式
軍
艦
の
導
入
問
題
を
論
点
と
し
て
、
弘
化
・
嘉
永
期
の
海
防
問
題
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の

中
で
指
摘
し
た
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ω
ビ
ツ
ド
ル
艦
隊
は
、
戦
闘
力
よ
り
も
航
洋
性
を
重
視
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
と
は
異
な
り
、
米
国
海
軍
の
言
わ
ば
主
力
艦
と
い
う
べ
き
本
格
的

な
帆
船
戦
列
艦
で
あ
っ
た
。
②
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
正
保
四
年
以
来
の
藩
主
出
陣
を
そ
れ
ぞ
れ
川
越
・
忍
両
藩
主
に
命
じ
、
臨
戦
態
勢
を

と
ら
せ
た
。
ま
た
、
現
場
で
は
船
に
大
砲
を
積
載
さ
せ
、
万
一
の
場
合
、
そ
の
場
で
の
打
沈
め
を
計
画
し
て
い
た
。
米
国
側
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の

背
景
に
は
、
米
国
側
の
兵
士
の
無
礼
的
行
為
に
刺
激
さ
れ
た
川
越
藩
士
の
抜
刀
が
あ
っ
た
。
こ
の
直
後
に
ビ
ツ
ド
ル
が
押
し
倒
さ
れ
た
こ
と
に

憤
慨
し
た
米
国
側
は
、
す
ぐ
さ
ま
開
戦
の
準
備
を
始
め
た
。
そ
の
結
果
、
大
砲
に
装
面
し
て
相
互
に
対
峙
す
る
一
触
即
発
の
状
況
が
出
現
し
た
。

衙
こ
の
よ
う
な
ビ
ッ
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
も
言
う
べ
き
一
連
の
事
件
に
よ
り
、
内
海
の
海
防
政
策
の
見
直
し
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
内
海
の
海
防

方
針
に
関
し
て
は
、
浦
賀
奉
行
が
海
上
封
鎖
陽
止
の
た
め
洋
式
軍
艦
導
入
に
よ
る
海
上
防
御
の
必
要
性
を
訴
え
た
の
に
対
し
て
、
老
中
の
阿

部
・
海
防
掛
・
海
防
田
家
は
、
ビ
ツ
ド
ル
艦
隊
と
の
対
応
の
教
訓
か
ら
陸
上
防
御
を
支
持
し
て
い
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
戦
術
的
側
面
や
実

用
性
・
工
法
・
永
続
的
な
海
防
政
策
と
財
政
と
の
兼
ね
合
い
・
異
国
船
と
の
誤
認
問
題
な
ど
の
観
点
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ス
ル
ー
プ
形
船
の

導
入
に
関
し
て
は
、
阿
部
・
海
防
掛
と
も
に
認
識
は
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
洋
式
軍
艦
の
導
入
に
よ
る
海
上
防
御
の
方
針
は
、
幕
府
内

部
で
は
広
範
囲
な
合
意
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
規
模
な
海
上
防
御
を
構
想
し
て
い
た
浦
賀
奉
行
の
浅
野
は
転
役
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ω
そ
の
海
防
方
針
だ
が
、
嘉
永
三
年
八
月
に
提
出
さ
れ
た
陸
上
防
御
の
方
針
の
復
命
書
に
従
っ
て
、
そ
の
後
完
全
に

実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。

　
天
保
の
改
革
の
挫
折
か
ら
ペ
リ
：
来
航
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
一
〇
年
間
は
、
両
者
の
狭
間
に
あ
っ
て
海
防
政
策
な
ど
が
停
滞
し
て
い
た
時
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期
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
ビ
ッ
ド
ル
来
航
を
始
め
と
す
る
異
国
船
が
頻
繁
に
日
本
近
海
に
姿
を
現
し
た
時
期
で

も
あ
る
。
幕
府
は
当
然
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ず
、
旦
ハ
体
的
な
海
防
政
策
を
実
施
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ビ
ッ
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク

と
も
言
う
べ
き
事
件
が
そ
の
刺
激
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
老
中
の
阿
部
は
、
財
政
と
の
兼
ね
合
い
で
永
続
的
な
海
防
政
策
を
望
ん
で
い
た
。
過

大
な
設
備
投
資
に
よ
り
、
途
中
で
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
海
防
政
策
は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
海
防
担
当
者
間
で

も
、
海
上
防
御
に
は
否
定
的
な
見
解
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
陸
上
防
御
を
選
択
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
帰
結

が
嘉
永
三
年
八
月
に
提
出
さ
れ
た
御
備
場
見
分
の
復
命
書
の
完
全
実
施
で
あ
っ
た
。

　
従
来
、
阿
部
を
開
明
的
と
の
通
説
に
従
い
、
そ
の
予
断
に
基
づ
き
分
析
し
て
き
た
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
洋
式
軍
艦
導
入

を
当
然
視
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
当
該
期
の
彼
の
意
見
は
、
む
し
ろ
海
防
掛
に
近
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
浦
賀
奉
行
と
結
託
し
て
洋
式
軍
艦
の
導
入
を
推
進
し
た
な
ど
の
事
実
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
直
後
に
、
そ
れ
ま
で
は
内
海
侵
入
の
異
国
船
に
対
し
て
指
示

さ
れ
て
い
た
打
沈
め
令
が
撤
圏
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ビ
ッ
ド
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
結
果
、
従
来
の
内
海
侵
入
の
異
国
船
に
対
す
る
打
沈
め
政
策

を
大
き
く
変
更
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
国
船
取
扱
令
の
改
変
は
、
幕
府
は
一
貫
し
て
舌
戦
政
策
を
と
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
通
説

と
の
関
連
で
重
要
な
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
が
本
格
的
な
海
防
議
論
を
生
起
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
あ
ら
た

め
て
ビ
ッ
ド
ル
来
航
の
意
味
を
歴
史
の
上
に
位
置
づ
け
し
直
す
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
阿
部
政
権
の
海
防
政
策
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
が
、
ビ
ッ
ド
ル
来
航
に
端
を
発
し
た
海
防
政
策
の
見
直
し
の
第
一
段
階
は
、
内
海
の

台
場
を
中
心
と
す
る
陸
上
防
御
の
強
化
で
終
わ
り
、
ペ
リ
ー
来
航
を
契
機
と
し
て
洋
式
軍
艦
導
入
に
合
意
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
海
防

政
策
は
新
た
な
第
二
段
階
に
入
る
。
阿
部
政
権
の
海
防
政
策
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
れ
ら
の
分
析
を
含
め
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

こ
れ
は
先
の
異
国
船
取
扱
令
の
改
変
の
問
題
と
と
も
に
今
後
の
研
究
課
題
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
央
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
　
佐
倉
市
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The　Biddle　Expedition　and　Tokugawa　Defense　Policies

by

UEMATSU　Toshihiro

　　Commodore　Biddle’s　expedition，　which　culrninated　in　his　anchoring　of　a

squadron　American　warships　in　the　vicinity　of　Uraga　bay　in　1846，　near｝y　led　to

war，　and　accordingly　caused　a　political　crisis，　as　the　Tokugawa　bakufu　struggied

with　the　notion　of　how　to　defend　Japan　from　foreign　navies．　This　study　intends　to

revea正the　parameters　of　debate　conce畑ng　the　defense　of　Japanese　waters　d磁ng

the　years　1846－53，　pardcularly　regarding　whether　or　not　japan　was　to　purchase　a

westem－style　warship．　The　bakufu　ofucial　in　charge　of　the　defense　of　Uraga　bay

（the　Uragaう㎎yδ奉行）advocated　the　purchase　o｛awestem－style　warship，　but

they　were　overruled　by　the　both　the　bakufu　othcial　in　charge　of　naval　defense　（the

肱∫δσhakari海防掛）and　the　f6日間　daimy6　houses　responsible　for　naval　defenses

（the々α∫δδッ。η々6海防四家），　who　il　fact　advocated　the　construction　of　coastal

batteries．　Accordingly，　the　Abe　regime　had　no　ckoice　but　to　promote　the　creation

of　these　coastal　batteries．

On　the　Medieval　Czech　Conception　of　“Community”：

　　　　　　　An　Analysis　of　the　Daiimil　Chronicle

by

FUJII　Masao

　　Even　though　Czech　histohans　have　used乞he　word“community”（共同体obec）

to　describe　the　structure　of　medieval　Czech　politics　aRd　society，　they　have　not　yet

explained　precisely　what　this　term　means．　Some　have　referred　to　an　“aristocratic

community，”　to　justifY　how　St．　Vaclav，　the　patron　saint　of　the　Czech　lands，

possessed　greater　power　than　the　Czech　kings；　while　others　have　used　the　notion

of　“landed　cornmunity，”　or　the　notion　of　the　Czech　people　banded　together　in

（122）




